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第１章 貨物積卸等関係手続 

 

システムを使用して海上貨物に係る次の手続を行う場合は、この章の定めるところによる。 

・関税法第 15 条（入港手続）及び第 20 条（不開港への出入）に規定する税関に報告すべき積荷

に関する事項に係る手続 

・関税法第 34 条（記帳義務）及び関税法施行令第 29 条の２（記帳事項）に規定する外国貿易船

から船卸しされた外国貨物について船卸しから最初の保税地域に搬入されるまでの記帳事項に

係る手続 

・関税法第 16 条（貨物の積卸し）に規定する貨物の積卸に係る手続 

・関税法第 19 条（開庁時間外の貨物の積卸し）に規定する時間外積卸に係る手続 

・関税法第 21 条（外国貨物の仮陸揚）に規定する外国貨物の仮陸揚に係る手続 

・コンテナー条約特例法施行令第２条（コンテナーの輸入又は輸出の手続）に規定するコンテナ

の輸入又は輸出に係る手続 

 

第１節 出港前報告手続 

 

システムを使用して船積港を出港する前に税関に報告すべき積荷に関する事項の報告（以下「出港

前報告」という。）その他これに関連する手続を行う場合は、この節の定めるところによる。 

 

１ 出港前報告の時期 

コンテナ貨物を積載して我が国に入港しようとする外国貿易船の運航者等（以下この節において

「船会社等」という。）又は当該船会社等と運送契約を締結する荷送人（以下この節において「利用

運送事業者」という。）が行う出港前報告については、原則として、積荷を船積みする外国貿易船が

船積港を出港する 24 時間前までに、出港前報告に関する事項（以下「出港前報告情報」という。）

をシステムに登録することとする。 

ただし、法令に基づき緩和措置が適用されている近隣諸国の港を船積港とする一定の範囲内の近

海航路については、船積港を出港する時までとする。 

 

２ 出港前報告の対象貨物 

出港前報告の対象となる貨物は、本邦に入港しようとする外国貿易船に積載するコンテナ貨物と

する。 

ただし、次に掲げるコンテナ貨物は報告の対象外とする。  

・空コンテナ 

・プラットフォームコンテナに積載された貨物 

・本邦で船卸しをしないコンテナ貨物（通過貨物） 

 

３ 出港前報告（オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ） 

船会社等が把握するオーシャン（マスター）Ｂ／Ｌに基づく積荷情報について、Ｂ／Ｌ単位に行

う出港前報告は次による。 

なお、共同運航（１船舶に複数の利用船会社があること。）の船舶の場合は、本船利用船会社ごと
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に自社分の出港前報告を行う。 

(1) 登録の方法 

オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ単位に出港前報告情報を登録する場合は、「出港前報告」業務（業

務コード：ＡＭＲ）を利用して、次の事項を入力し送信する。 

<共通部> 

項番 項目名（入力画面） 内 容 

１ 

船舶コード 

（「船舶＊」欄左） 

船舶の信号符字（コールサイン）を必須入力する。 

※ 船舶コードはＩＭＯ番号ではなく、信号符字（コールサイン）

を左詰めで入力すること。 

２ 

積載船名 

（「船舶＊」欄右） 

(1) 「船舶＊」欄左に入力した信号符字がシステムに登録されて

いる場合は、入力を要しない。 

(2) 「船舶＊」欄左に入力した信号符字がシステムに登録されて

いない場合は、積載船名を必須入力する。 

３ 

船舶国籍コード 

（「船舶国籍」欄） 

(1) 「船舶＊」欄左に入力した信号符字がシステムに登録されて

いる場合は、入力を要しない。 

(2) 「船舶＊」欄左に入力した信号符字がシステムに登録されて

いない場合は、船舶の国籍を国・地域名コード（国連ＬＯＣ

ＯＤＥの２桁コード。「業務コード集」参照）で必須入力す

る。 

４ 

運航船会社航海番

号 

（「運航船会社航海

番号」欄） 

「船舶＊」欄に入力した船舶を実際に運航している運航船会社

の航海番号を入力する。 

５ 
航海番号 

（「航海番号＊」欄） 

「船会社＊」欄に入力した本船利用船会社の航海番号を必須入

力する。 

６ 
船会社コード 

（「船会社＊」欄） 

船会社を本船利用船会社単位に船会社コード（「業務コード集」

参照）で必須入力する。 

７ 

船積港コード 

（「船積港＊」欄左） 

(1) 本邦に入港しようとする外国貿易船にコンテナ貨物を船積

みする港を国連ＬＯＣＯＤＥの５桁コード（「業務コード集」

参照）で必須入力する。 

なお、トランシップする場合、最初に本邦向けに積出しし

た港（仕出港）は、「仕出港」欄左に入力すること。 

(2) 該当する国連ＬＯＣＯＤＥがシステムに登録されていない

場合は、国・地域名コード（国連ＬＯＣＯＤＥの２桁コード。

「業務コード集」参照）の後に「ＺＺＺ」を付したコードを

必須入力する。 

８ 

船積港名 

（「船積港＊」欄中） 

(1) 「船積港＊」欄左に入力した船積港コードがシステムに登録

されている場合は、入力を要しない。 

(2) 「船積港＊」欄左に入力した船積港コードの下３桁が「ＺＺ
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

Ｚ」の場合は、船積港名を必須入力する。 

９ 

船積港枝番 

（「船積港＊」欄右） 

同一航海で同一の船積港コード（下３桁に「ＺＺＺ」を付した

コードを含む。）である港に複数回寄港し、船積みする場合は、

枝番を入力する。 

（入力例） 

 ・２回目の寄航の場合は「１」 

 ・10 回目の寄航の場合は「９」 

なお、船積港枝番単位で「出港日時報告」業務（業務コー

ド：ＡＴＤ）の実施が必要となるため、寄港回数に対応する

枝番と異なる枝番を入力することがないよう留意すること。 

10 

Ｂ／Ｌ番号 

（「Ｂ／Ｌ番号＊」

欄） 

(1) オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ番号の先頭に船会社コード

（「業務コード集」参照）を付した番号を入力する。 

(2) 「，」（カンマ）の入力は、「．」（ピリオド）で入力する。 

（入力方法） 

① １桁目から４桁目 

船会社コード（「業務コード集」参照）を入力する。 

② ５桁目以降 

オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ番号を入力する。 

なお、オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ番号の先頭に船会社

コードを用いる場合は、①の入力は要しない。 

③ 枝番を入力する場合は、後記(2)（枝番の入力方法）を参照

し、②に続けて入力する。 

11 

出港予定年月日 

（「出港日時＊」欄

左） 

船積港の出港予定年月日を現地時間又はグリニッジ標準時に

より、西暦（８桁）で必須入力する。 

12 

出港予定時分 

（「出港日時＊」欄

右） 

船積港の出港予定時分を現地時間又はグリニッジ標準時によ

り、24 時間制（４桁）で必須入力する。 

13 

グリニッジ標準時

差分 

（「グリニッジ標準

時差分＊」欄） 

(1) 「出港日時＊」欄左及び「出港日時＊」欄右を現地時間で入

力した場合は、現地時間とグリニッジ標準時との差分を正表

示「＋」又は負表示「－」を付して、24 時間制（４桁）で必

須入力する。 

(2) 「出港日時＊」欄左及び「出港日時＊」欄右をグリニッジ標

準時で入力した場合は、「00000」を必須入力する。 

（入力例） 

船積港が「ＴＨＢＫＫ」で、出港予定時分が現地時間２０時

２分（グリニッジ標準時１３時２分）の場合の入力例は以下の

とおり。 
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

① グリニッジ標準時で報告する場合 

「出港日時＊」欄右は「1302」を入力する。 

「グリニッジ標準時差分＊」欄は「00000」を入力する。 

② 現地時間で報告する場合 

「出港日時＊」欄右は「2002」を入力する。 

「グリニッジ標準時差分＊」欄は「+0700」を入力する。 

14 

緩和措置対象地域

識別 

（「緩和措置対象地

域」欄） 

法令に基づき緩和措置が適用される近海航路の場合は、「Ｙ」

を入力する。 

15 

マスターＢ／Ｌ識

別 

（「マスター識別」

欄） 

「Ｂ／Ｌ番号＊」欄に入力するＢ／Ｌ番号に対して、関連する

ハウスＢ／Ｌが存在する場合は、「Ｍ」を入力する。 

16 の項目は、最大３欄まで繰り返し入力することができる。 

16 

通知先コード 

（「通知先」欄） 

(1) ＮＡＣＣＳ利用者で報告者と異なる関係事業者（後続業務を

実施する国内に所在するＮＡＣＣＳ利用者）が、 「出港前

報告照会」業務（業務コード：ＩＡＲ）を行う必要がある場

合は、当該関係する事業者の利用者コード（「業務コード集」

参照）を入力する。 

(2) 税関からのリスク分析結果の事前通知を関係する事業者（後

続業務を実施する国内に所在するＮＡＣＣＳ利用者等）に通

知する必要がある場合は、当該関係する事業者の利用者コー

ド（「業務コード集」参照）を入力する。 

17 

船卸港コード 

（「船卸港＊」欄左） 

(1) コンテナ貨物を船卸しする港（仮陸揚げを行う場合は仮陸揚

をする港）を国連ＬＯＣＯＤＥの５桁コード（「業務コード

集」参照）で必須入力する。 

(2) 該当する港コードがシステムに登録されていない場合は、

国・地域名コード（国連ＬＯＣＯＤＥの２桁コード。「業務

コード集」参照）の後に「ＺＺＺ」を付したコードを必須入

力する。 

18 

船卸港枝番 

（「船卸港＊」欄右） 

同一航海で同一の船卸港コードである港に複数回寄港し、船卸

しする場合は、枝番を入力する。 

（入力例） 

 ・２回目の寄航の場合は「１」 

 ・10 回目の寄航の場合は「９」 

なお、船卸港枝番単位で「積荷目録提出」業務（業務コー

ド：ＤＭＦ）の実施が必要となるため、寄港回数に対応する
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

枝番と異なる枝番を入力することがないよう留意すること。 

19 

入港予定年月日 

（「入港予定日＊」

欄） 

(1) 船卸港への入港予定年月日を西暦（８桁）で必須入力する。 

(2) 日本時間で入力する。 

20 

コンテナオペレー

ション会社コード 

（「ＣＹ」欄） 

(1) 本邦で船卸し後にコンテナヤードへ搬入する場合、コンテナ

オペレーション会社の利用者コード（「業務コード集」参照）

を入力する。 

(2) コンテナオペレーション会社がシステムに参加していない

場合は、「99999」を入力する。 

(3) 後続業務で必須項目のため、「積荷目録提出」業務（業務コ

ード：ＤＭＦ）を実施する時までに入力すること。 

21 

仕出港コード 

（「仕出港＊」欄左） 

(1) 最初に本邦向けにコンテナ貨物を積出しした港を国連ＬＯ

ＣＯＤＥの５桁コード（「業務コード集」参照）で必須入力

する。 

(2) 該当する国連ＬＯＣＯＤＥがシステムに登録されていない

場合は、国・地域名コード（国連ＬＯＣＯＤＥの２桁コード。

「業務コード集」参照）の後に「ＺＺＺ」を付したコードを

必須入力する。 

22 

仕出港名 

（「仕出港＊」欄右） 

(1) 「仕出港＊」欄左に入力した仕出港コードがシステムに登録

されている場合は、入力を要しない。 

(2) 「仕出港＊」欄左に入力した仕出港コードの下３桁が「ＺＺ

Ｚ」の場合は、仕出港名を必須入力する。 

23 

荷渡地コード 

（「荷渡地＊」欄左） 

(1) 荷渡地（港）を国連ＬＯＣＯＤＥの５桁コード（「業務コー

ド集」参照）で必須入力する。 

なお、仮陸揚貨物である場合は、「船卸港＊」欄左と同一

でないこと。 

(2) 該当する国連ＬＯＣＯＤＥがシステムに登録されていない

場合は、国・地域名コード（国連ＬＯＣＯＤＥの２桁コード。

「業務コード集」参照）の後に「ＺＺＺ」を付したコードを

必須入力する。 

24 

荷渡地名 

（「荷渡地＊」欄右） 

(1) 「荷渡地＊」欄左に入力した荷渡地コードがシステムに登録

されている場合は、入力を要しない。 

(2) 「荷渡地＊」欄左に入力した荷渡地コードの下３桁が「ＺＺ

Ｚ」の場合は、荷渡地名を必須入力する。 

25 

最終仕向地コード 

（「最終仕向地」欄

左） 

(1) 貨物の最終仕向地を国連ＬＯＣＯＤＥの５桁コード（「業務

コード集」参照）で入力する。 

(2) 該当する国連ＬＯＣＯＤＥがシステムに登録されていない

場合は、国・地域名コード（国連ＬＯＣＯＤＥの２桁コード。
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

「業務コード集」参照）の後に「ＺＺＺ」を付したコードを

入力する。 

26 

最終仕向地名 

（「最終仕向地」欄

右） 

(1) 「最終仕向地」欄左に入力した最終仕向地コードがシステム

に登録されている場合は、入力を要しない。 

(2) 「最終仕向地」欄左に入力した最終仕向地コードの下３桁が

「ＺＺＺ」の場合は、最終仕向地名を必須入力する。 

27 

荷送人コード 

（「荷送人」欄） 

(1) 輸出入者コード（日本国税関が発給する輸出入者を特定する

ためのコード又は財団法人日本貿易関係手続き簡易化協会

から払い出されるＪＡＳＴＰＲＯコード）又は法人番号（日

本国国税庁が指定する法人を特定するための固有の番号）を

有する荷送人の場合は、輸出入者コード又は法人番号を入力

する。なお、枝番（４桁）を入力しない場合はシステムによ

り自動的に「0000」が補完される。 

(2) 輸出入者コード又は法人番号を有しない荷送人の場合は、入

力を要しない。 

(3) ＡＥＯ相互承認に係る海外輸出入者コードは入力不可。 

28 

荷送人名 

（「荷送人名称」欄） 

次のいずれかに該当する場合は、荷送人名を必須入力する。 

① 「荷送人」欄で荷送人コードを入力しなかった場合。 

② 「荷送人」欄にＪＡＳＴＰＲＯコード又は税関発給コード

と関連付けられていない法人番号（以下この章において「関

連付けのない法人番号」という。）を入力した場合。 

※ 原則として、実際に貨物を輸出する者又は送り出す者の名称

を入力することとするが、「マスター識別」欄に「Ｍ」を入力

した場合には、利用運送事業者名を入力することとして差し支

えない。 

29 

荷送人住所（連続入

力） 

（「荷送人住所」欄） 

(1) 荷送人の住所を分割して入力することができない場合は、本

欄にまとめて入力する。 

(2) 「荷送人」欄で荷送人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合は、荷送人の住所を必須

入力する。 

(3) 「荷送人住所 St.1」欄から「荷送人住所 City」欄まで入力

する場合は、入力不可。 

30 

荷送人住所１／４ 

（「 荷 送 人 住 所

St.1」欄） 

(1) 「荷送人」欄で荷送人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、「荷送

人住所」欄を入力しなかった場合は、荷送人住所１／４

（Street and number/P.O.Box）を必須入力する。 

(2) 「荷送人住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

31 荷送人住所２／４ (1) 「荷送人」欄で荷送人コードを入力しなかった場合又は関連
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

（「 荷 送 人 住 所

St.2」欄） 

付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、「荷送

人住所」欄を入力しなかった場合は、荷送人住所２／４

（Street and number/P.O.Box）を必須入力する。 

(2) 「荷送人住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

32 

荷送人住所３／４ 

（「 荷 送 人 住 所

City」欄） 

(1) 「荷送人」欄で荷送人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、「荷送

人住所」欄を入力しなかった場合は、荷送人住所３／４（City 

name）を必須入力する。 

(2) 「荷送人住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

33 

荷送人住所４／４ 

（「 荷 送 人 住 所

Country-sub」欄） 

(1) 「荷送人」欄で荷送人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、「荷送

人住所」欄を入力しなかった場合は、荷送人住所４／４

（Country sub-entity, name）を入力する。 

(2) 「荷送人住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

34 

荷送人郵便番号 

（ 「 荷 送 人

Postcode」欄） 

(1) 「荷送人」欄で荷送人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合は、荷送人郵便番号を入

力する（区切り符号は入力しない。）。 

(2) 「荷送人」欄で荷送人コードを入力した場合（関連付けのな

い法人番号を入力した場合を除く。）は、入力を要しない。 

(3) 荷送人の国に郵便番号が存在しない場合は、入力を要しな

い。 

35 

荷送人国名コード 

（「荷送人 Country」

欄） 

(1) 「荷送人」欄で荷送人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合は、荷送人の国（地域）

を国・地域名コード（国連ＬＯＣＯＤＥの２桁コード。「業

務コード集」参照）で必須入力する。 

(2) 「荷送人」欄で荷送人コードを入力した場合（関連付けのな

い法人番号を入力した場合を除く。）は、入力を要しない。 

36 

荷送人電話番号 

（「荷送人電話番

号」欄） 

「荷送人」欄で荷送人コードを入力しなかった場合又は関連付

けのない法人番号を入力した場合は、電話番号を市外局番から必

須入力する（区切り符号は入力せず、数字のみで入力すること。）。 

37 

荷受人コード 

（「荷受人」欄） 

(1) 輸出入者コード又は法人番号を有する荷受人の場合は、輸出

入者コード又は法人番号を入力する。なお、枝番（４桁）を

入力しない場合はシステムにより自動的に「0000」が補完さ

れる。 

(2) 輸出入者コード又は法人番号を有しない荷受人の場合は、入

力を要しない。 

(3) ＡＥＯ相互承認に係る海外輸出入者コードは入力不可。 

38 荷受人名 次のいずれかに該当する場合は、荷受人名を必須入力する。 
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（「荷受人名称」欄） ① 「荷受人」欄で荷受人コードを入力しなかった場合。 

② 「荷受人」欄に関連付けのない法人番号を入力した場合。 

※ 実際に貨物を輸入する者又は受取る者の名称を入力するこ

ととするが、「マスター識別」欄に「Ｍ」を入力した場合には、

利用運送事業者名を入力することとして差し支えない。 

※ 「ＴＯ ＯＲＤＥＲ」を使用した場合は、着荷通知先に具体

的な名称、住所及び電話番号を入力すること。 

39 

荷受人住所（連続入

力） 

（「荷受人住所」欄） 

(1) 荷受人の住所を分割して入力することができない場合は、本

欄にまとめて入力する。 

(2) 「荷受人」欄で荷受人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合は、荷受人の住所を入力

する。 

(3) 「荷受人住所 St.1」欄から「荷受人住所 City」欄まで入力

する場合は、入力不可。 

※ 「荷受人名称」欄に「ＴＯ ＯＲＤＥＲ」と入力した場合に

は、「ＴＯ ＯＲＤＥＲ」と入力すること。 

40 

荷受人住所１／４ 

（「 荷 受 人 住 所

St.1」欄） 

(1) 「荷受人」欄で荷受人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、「荷受

人住所」欄を入力しなかった場合は、荷受人住所１／４

（Street and number/P.O.Box）を必須入力する。 

(2) 「荷受人住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

41 

荷受人住所２／４ 

（「 荷 受 人 住 所

St.2」欄） 

(1) 「荷受人」欄で荷受人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、「荷受

人住所」欄を入力しなかった場合は、荷受人住所２／４

（Street and number/P.O.Box）を必須入力する。 

(2) 「荷受人住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

42 

荷受人住所３／４ 

（「 荷 受 人 住 所

City」欄） 

(1) 「荷受人」欄で荷受人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、「荷受

人住所」欄を入力しなかった場合は、荷受人住所３／４（City 

name）を必須入力する。 

(2) 「荷受人住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

43 

荷受人住所４／４ 

（「 荷 受 人 住 所

Country-sub」欄） 

(1) 「荷受人」欄で荷受人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、「荷受

人住所」欄を入力しなかった場合は、荷受人住所４／４

（Country sub-entity, name）を入力する。 

(2) 「荷受人住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

44 
荷受人郵便番号 

（ 「 荷 受 人

(1) 「荷受人」欄で荷受人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合は、荷受人郵便番号を入
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Postcode」欄） 力する（区切り符号は入力しない。）。 

(2) 「荷受人」欄で荷受人コードを入力した場合（関連付けのな

い法人番号を入力した場合を除く。）は、入力を要しない。 

(3) 荷受人の国に郵便番号が存在しない場合は、入力を要しな

い。 

45 

荷受人国名コード 

（「荷受人 Country」

欄） 

(1) 「荷受人」欄で荷受人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合は、荷受人の国（地域）

を国・地域名コード（国連ＬＯＣＯＤＥの２桁コード「業務

コード集」参照）で必須入力する。 

(2) 「荷受人」欄で荷受人コードを入力した場合（関連付けのな

い法人番号を入力した場合を除く。）は、入力を要しない。 

※ 「荷受人名称」欄に「ＴＯ ＯＲＤＥＲ」と入力した場合に

は、「着荷通知先 Country」欄と同じ内容を入力すること。 

46 

荷受人電話番号 

（「荷受人電話番

号」欄） 

「荷受人」欄で荷受人コードを入力しなかった場合又は関連付

けのない法人番号を入力した場合は、電話番号を市外局番から必

須入力する（区切り符号は入力せず、数字のみで入力すること。）。 

※ 「荷受人名称」欄に「ＴＯ ＯＲＤＥＲ」と入力した場合に

は、「着荷通知先電話番号」欄と同じ内容を入力又は「ＴＯ Ｏ

ＲＤＥＲ」と入力すること。 

以下 47 から 56 までの項目は、最大２欄まで繰り返し入力することができる。 

47 

着荷通知先コード 

（「着荷通知先」欄） 

(1) 輸出入者コード又は法人番号を有する着荷通知先の場合は、

輸出入者コード又は法人番号を入力する。なお、枝番（４桁）

を入力しない場合はシステムにより自動的に「0000」が補完

される。 

(2) 輸出入者コード又は法人番号を有しない着荷通知先の場合

は、入力を要しない。 

(3) ＡＥＯ相互承認に係る海外輸出入者コードは入力不可。 

48 

着荷通知先名 

（「 着 荷 通 知 先

（ ）」欄） 

次のいずれかに該当する場合は、着荷通知先名を必須入力す

る。 

① 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力しなかった場

合。 

② 「着荷通知先」欄に関連付けのない法人番号を入力した場

合。 

※ 「ＳＡＭＥ ＡＳ ＣＯＮＳＩＧＮＥＥ」は入力不可。 

49 

着荷通知先住所（連

続入力） 

（「着荷通知先住

所」欄） 

(1) 着荷通知先の住所を分割して入力することができない場合

は、本欄にまとめて入力する。 

(2) 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力しなかった場合

又は関連付けのない法人番号を入力した場合は、着荷通知先
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の住所を入力する。 

(3) 「着荷通知先住所 St.1」欄から「着荷通知先住所 City」欄

までを入力する場合は、入力不可。 

50 

着荷通知先住所１

／４ 

（「着荷通知先住所

St.1」欄） 

(1) 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力しなかった場合

又は関連付けのない法人番号を入力した場合であって、か

つ、「着荷通知先住所」欄を入力しなかった場合は、着荷通

知先住所１／４（Street and number/P.O.Box）を必須入力

する。 

(2) 「着荷通知先住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

51 

着荷通知先住所２

／４ 

（「着荷通知先住所

St.2」欄） 

(1) 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力しなかった場合

又は関連付けのない法人番号を入力した場合であって、か

つ、「着荷通知先住所」欄を入力しなかった場合は、着荷通

知先住所２／４（Street and number/P.O.Box）を必須入力

する。 

(2) 「着荷通知先住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

52 

着荷通知先住所３

／４ 

（「着荷通知先住所

City」欄） 

(1) 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力しなかった場合

又は関連付けのない法人番号を入力した場合であって、か

つ、「着荷通知先住所」欄を入力しなかった場合は、着荷通

知先住所３／４（City name）を必須入力する。 

(2) 「着荷通知先住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

53 

着荷通知先住所４

／４ 

（着荷通知先住所

「Country-sub」欄） 

(1) 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力しなかった場合

又は関連付けのない法人番号を入力した場合であって、か

つ、「着荷通知先住所」欄を入力しなかった場合は、着荷通

知先住所４／４（Country sub-entity, name）を入力する。 

(2) 「着荷通知先住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

54 

着荷通知先郵便番

号 

（「 着 荷 通 知 先

Postcode」欄） 

(1) 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力しなかった場合

又は関連付けのない法人番号を入力した場合は、着荷通知先

郵便番号を入力する（区切り符号は入力しない。）。 

(2) 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力した場合（関連

付けのない法人番号を入力した場合を除く。）は、入力を要

しない。 

(3) 着荷通知先の国に郵便番号が存在しない場合は、入力を要し

ない。 

55 

着荷通知先国名コ

ード 

（「 着 荷 通 知 先

Country」欄） 

(1) 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力しなかった場合

又は関連付けのない法人番号を入力した場合は、着荷通知先

の国（地域）を国・地域名コード（国連ＬＯＣＯＤＥの２桁

コード。「業務コード集」参照）で必須入力する。 

(2) 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力した場合（関連
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付けのない法人番号を入力した場合を除く。）は、入力を要

しない。 

56 

着荷通知先電話番

号 

（「着荷通知先電話

番号」欄） 

「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力しなかった場合又

は関連付けのない法人番号を入力した場合は、電話番号を市外局

番から必須入力する（区切り符号は入力せず、数字のみで入力す

ること。）。 

57 

品名 

（「品名＊」欄） 

(1) 積荷内容が容易に特定できるよう具体的、かつ、詳細な品名

を必須入力する。 

(2) 数字及び記号のみの入力は不可。 

(3) あいまいな表記の品名は入力不可。 

（例） 

APPAREL／WEARING APPAREL／LADIES' APPAREL／MEN'S APPAREL／

APPLIANCES／AUTO PARTS／PARTS／CAPS／CHEMICALS HAZARDOUS／

CHEMICALS NON-HAZARDOUS／ ELECTRONIC GOODS／ ELECTRONICS／

EQUIPMENT／ FLOORING／ FOODSTUFFS ／ IRON ／ STEEL／ LEATHER 

ARTICLES ／ MACHINERY／ MACHINES ／ PIPES／ PLASTIC GOODS／

POLYURETHANE／ RUBBER ARTICLES／ RODS／ SCRAP／ STC(SAID TO 

CONTAIN)／ GENERAL CARGO／ FAK(FREIGHT OF ALL KINDS)／ NO 

DESCRIPTION／TILES／TOOLS／WIRES 

58 
代表品目番号 

（「品目番号＊」欄） 

貨物の代表品目番号をＨＳコード（６桁）で必須入力する。 

59 
記号番号 

（「記号番号＊」欄） 

貨物の記号及び番号を必須入力する。 

60 

個数 

（「個数＊」欄左） 

(1) 貨物の外装個数を必須入力する。 

(2) 「０」は入力不可。 

(3) 個数で表現できない貨物の場合は、「１」を入力する。 

61 
個数単位コード 

（「個数＊」欄右） 

貨物の個数の単位を包装種別コード（「業務コード集」参照）

で必須入力する。 

62 

総重量 

（「総重量＊」欄左） 

(1) 貨物の総重量を必須入力する。 

(2) 「０」は入力不可。 

(3) 小数点を含めて 10 桁以内で入力する。 

(4) 整数部は最大７桁まで、小数部は最大３桁までそれぞれ入力

することができる。 

(5) 整数部が７桁の場合は、「総重量＊」欄右の重量単位コード

が「ＫＧＭ」であること。 

(6) 総重量が「総重量＊」欄右に入力する単位以外の場合は、「総

重量」欄右に入力する単位に換算した重量を入力する。 

63 重量単位コード 重量の単位を数量単位コード（総重量及び総容積）（「業務コー
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（「総重量＊」欄右） ド集」参照）で必須入力する。 

64 

ネット重量 

（「ネット重量」欄

左） 

(1) 貨物のネット重量を入力する。 

(2) 「０」は入力不可。 

(3) 小数点を含めて 10 桁以内で入力する。 

(4) 整数部は最大７桁まで、小数部は最大３桁までそれぞれ入力

することができる。 

(5) 整数部が７桁の場合は、「ネット重量」欄右の重量単位コー

ドが「ＫＧＭ」であること。 

(6) ネット重量が「ネット重量」欄右に入力する単位以外の場合

は、「ネット重量」欄右に入力する単位に換算した重量を入

力する。 

65 

重量単位コード 

（「ネット重量」欄

右） 

「ネット重量」欄左を入力した場合は、重量の単位を数量単位

コード（総重量及び総容積）（「業務コード集」参照）で必須入力

する。 

66 

容積 

（「容積＊」欄左） 

(1) 貨物の容積を必須入力する。 

(2) 「０」は入力不可。 

(3) 小数点を含めて 10 桁以内で入力する。 

(4) 整数部は最大６桁まで、小数部は最大３桁までそれぞれ入力

することができる。 

(5) 容積が「容積＊」欄右に入力する単位以外の場合は、「容積

＊」欄右に入力する単位に換算した容積を入力する。 

67 
容積単位コード 

（「容積＊」欄右） 

容積の単位を数量単位コード（総重量及び総容積）（「業務コー

ド集」参照）で必須入力する。 

68 
原産国コード 

（「原産地」欄） 

貨物の原産国を国名コード（「業務コード集」参照）で入力す

る。 

69 
特殊貨物コード 

（「特殊貨物」欄） 

貨物に特殊貨物が含まれる場合は、ＳＰＣ（特殊貨物）コード

（「業務コード集」参照）で入力する。 

以下 70 から 71 までの項目は、最大５欄まで繰り返し入力することができる。 

70 

ＩＭＤＧクラス 

（「ＩＭＤＧ」欄） 

危険貨物を積載している場合は、国際海上危険物規則（ＩＭＤ

Ｇ ｃｏｄｅ）における危険物の分類（クラス）をＩＭＤＧクラ

ス（「業務コード集」-「港湾関係業務関連コード」-「危険マス

タ」参照）で入力する。 

71 

ＵＮ ＮＯ． 

（「ＵＮ ＮＯ．」

欄） 

(1) 「ＩＭＤＧ」欄を入力した場合は、国際連合危険物輸送勧告

における国連番号（「業務コード集」-「港湾関係業務関連コ

ード」-「危険マスタ」参照）で必須入力する。 

(2) 「0000」から「9999」の範囲で入力する。 

72 
海上運賃（フレー

ト） 

(1) 貨物の海上運賃を入力する。 

(2) 「海上運賃」欄右に「ＪＰＹ」以外を入力する場合は、小数
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（「海上運賃」欄左） 点以下第２位まで入力することができる。 

73 

海上運賃通貨種別

コード 

（「海上運賃」欄右） 

「海上運賃」欄左を入力した場合は、海上運賃の通貨種別を通

貨コード（「業務コード」参照）で必須入力する。 

74 

価格 

（「価格」欄左） 

(1) 仮陸揚貨物で保税運送を行う場合は、貨物の価格を入力す

る。 

(2) 「価格」欄右に「ＪＰＹ」以外を入力する場合は、小数点以

下第２位まで入力することができる。 

75 

価格通貨種別コー

ド 

（「価格」欄右） 

「価格」欄左を入力した場合は、価格の通貨種別を通貨コード

（「業務コード集」参照）で必須入力する。 

76 

包括保税運送承認

番号 

（「包括保税運送承

認番号」欄） 

包括保税運送承認に係る個別運送を行う場合は、包括保税運送

承認番号を入力する。 

77 
仮陸揚識別 

（「仮陸揚識別」欄） 

仮陸揚貨物の場合は、「28」（仮陸揚）を入力する。 

78 

仮陸揚事由コード 

（「仮陸揚事由」欄） 

(1) 「仮陸揚識別」欄を入力した場合は、次の区分に応じたコー

ドを必須入力する。 

コード 区 分 

ＴＲＴ 他の外国貿易船（機）への積替え（運送有り） 

ＴＲＳ 他の外国貿易船（機）への積替え（運送無し） 

ＰＯＳ 同一本船での荷繰り 

ＲＥＶ コンテナ詰め替え 

(2) 仮陸揚貨物に対して保税運送情報の登録を行う場合は、「Ｔ

ＲＳ」（他の外国貿易船（機）への積替え（運送無し））又は

「ＰＯＳ」（同一本船での荷繰り）でないこと。 

79 

仮陸揚期間 

（「仮陸揚期間」欄） 

(1) 「仮陸揚識別」欄を入力した場合は、船卸開始年月日を起算

日として仮陸揚期間を日数で必須入力する。 

(2) 「０」は入力不可。 

80 

運送期間開始予定

日 

（「運送予定期間」

欄左） 

(1) 仮陸揚貨物の保税運送を行う場合は、運送期間開始予定日を

西暦（８桁）で入力する。 

(2) 日本時間で入力する。 

81 

運送期間終了予定

日 

（「運送予定期間」

欄右） 

(1) 仮陸揚貨物の保税運送を行う場合は、運送期間終了予定日を

西暦（８桁）で入力する。入力しない場合は、システムによ

り自動的に付与される。 

(2) 日本時間で入力する。 
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

82 

個別運送または仮

陸揚貨物保税運送

の運送具コード 

（「運送具」欄） 

(1) 仮陸揚貨物の保税運送を行う場合は、次の区分に応じたコー

ドを入力する。 

(2) 包括保税運送承認に係る個別運送を行う場合は、次の区分に

応じたコードを入力する。 

区 分 コード 

AIRCRAFT ６ 

SHIP １１ 

BARGE １６ 

RAIL EXPRESS ２５ 

TRUCK ３１ 

OTHER １７ 
 

83 

到着地コード 

（「到着地」欄左） 

包括保税運送承認に係る個別運送を行う場合又は仮陸揚貨物

の保税運送を行う場合は、到着地を保税地域コード（「業務コー

ド集」参照）で入力する。 

84 

到着地名 

（「到着地」欄右） 

(1) 「到着地」欄左を入力した場合は、入力不可。 

(2) 「到着地」欄左を入力しなかった場合又は入力した到着地コ

ードがシステムに登録されていない場合は、到着地名を必須

入力する。 

85 の項目は、最大５欄まで繰り返し入力することができる。 

85 

他法令コード 

（「他法令」欄） 

包括保税運送承認に係る個別運送を行う場合又は仮陸揚貨物

の保税運送を行う場合で、他法令に該当する貨物が含まれる場合

は、他法令コード（「業務コード集」参照）を入力する。 

86 
記事 

（「記事」欄） 

積荷に関する事項を必要に応じて入力する。 

87 

社内整理番号 

（「社内整理番号」

欄） 

自社で付与する任意の番号等を入力する。 

<欄部> 

項番 項目名（入力画面） 内 容 

以下 88 から 97 までの項目は、最大 200 欄まで繰り返し入力することができる。 

88 

コンテナ番号 

（「コンテナ番号」

欄） 

コンテナ番号を左詰めで必須入力する。 

89 の項目は、最大６欄まで繰り返し入力することができる。 

89 

シール番号 

（「シール番号」欄） 

(1) コンテナのシール番号を左詰めで必須入力する。 

(2) シールがない場合は、１欄目に「ＮＯ ＳＥＡＬ」と必須入

力する。 

90 空／実入りコンテ 「５」（Full）を必須入力する。 
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

ナ表示 

（「空／実識別」欄） 

91 

コンテナサイズコ

ード 

（「サイズ」欄） 

次の区分に応じたコンテナサイズコード（２桁）を必須入力す

る。 

１桁目: コンテナ長さコード（コード：コンテナ長さ［Ft］） 

区 分 コード 

１０Ft １ 

２０Ft ２ 

４０Ft ４ 

その他 ９ 

２桁目: コンテナ高さコード（コード：コンテナ高さ［Ft］［In］） 

区 分 コード 

８Ft ０ 

８Ft６In ２ 

９Ft ４ 

９Ft６In ５ 

＞９Ft６In ６ 

４Ft３In ８ 

≦４Ft（その他の高さにつ

いては本コードを使用） 
９ 

 

92 

コンテナタイプコ

ード 

（「タイプ」欄） 

次の区分に応じたコードを必須入力する。 

区 分 コード 

ドライコンテナ ＧＰ 

冷凍コンテナ ＲＴ 

オープントップコンテナ ＵＴ 

フラットラックコンテナ ＰＦ 

プラットフォームコンテナ ＰＬ 

タンクコンテナ ＴＮ 

その他のコンテナ ＳＮ 
 

93 

荷渡形態コード 

（「荷渡形態」欄） 

(1) 次の区分に応じたコードを入力する。 

区 分 コード 

ＣＹ荷渡 ５１ 

ＣＦＳ荷渡 ５２ 

ＤＯＯＲ荷渡 ５３ 

(2) 後続業務で必須項目のため、「積荷目録提出」業務（業務コ

ード：ＤＭＦ）を実施する時までに入力すること。 
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

94 

コンテナ所有形態

コード 

（「所有形態」欄） 

次の区分に応じたコードを必須入力する。 

区 分 コード 

Shipper supplied １ 

Carrier supplied ２ 

Consolidator supplied ３ 

Deconsolidator supplied ４ 

Third party supplied ５ 
 

95 

バンニング形態コ

ード 

（「バン形態」欄） 

(1) 次の区分に応じたコードを入力する。 

区 分 コード 

Carrier loads １ 

Shipper loads ４ 

Consignee loads １６ 

(2) 後続業務で必須項目のため、「積荷目録提出」業務（業務コ

ード：ＤＭＦ）を実施する時までに入力すること。 

96 

コンテナ条約適用

識別 

（「条約識別」欄） 

(1) 次の区分に応じたコードを入力する。 

区 分 コード 

コンテナーに関する通関条約（以下

「コンテナー条約」という。）の適用

を受けるコンテナであり、コンテナー

条約特例法第８条（国産コンテナー等

の特例）に該当しない場合 

１ 

コンテナー条約適用コンテナでコン

テナ条約特例法第８条（国産コンテナ

ー等の特例）に該当する場合 

２ 

コンテナー条約適用外のコンテナの

場合 
３ 

(2) 後続業務で必須項目のため、「積荷目録提出」業務（業務コ

ード：ＤＭＦ）を実施する時までに入力すること。 

97 

卸コンテナ自動抽

出対象外識別 

（「対象外識別」） 

当該コンテナについてシステムを使用して卸コンテナリスト

を提出しない旨を登録する場合は、「Ａ」を入力する。 

※69 及び 74 から 85 までの項目は出港前報告においては入力不要であるが、後続業務で必要となる

項目である。 

 

(2) 枝番の入力方法 

１件のオーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ番号につき、200 本を超えるコンテナがある場合又はハ

ウスＢ／Ｌが 99 件を超える場合は、下表の順序に従い、当該Ｂ／Ｌ番号の後に左詰めで枝番を付

すことにより分割し、コンテナが200本以下及びハウスＢ／Ｌが99件以下となるように調整する。 
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なお、「出港前報告」業務（業務コード：ＡＭＲ）は、分割したオーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ

番号ごとに実施する。 

また、枝番を付した場合は、システムを使用して後続業務を行う利用者に、当該Ｂ／Ｌ番号に

枝番が付されている旨及び分割内容を連絡する。 

順序 枝番 順序 枝番 順序 枝番 順序 枝番 順序 枝番 

1 Ｗ 5 ＷＷ 9 ＸＷ 13 ＹＷ 17 ＺＷ 

2 Ｘ 6 ＷＸ 10 ＸＸ 14 ＹＸ 18 ＺＸ 

3 Ｙ 7 ＷＹ 11 ＸＹ 15 ＹＹ 19 ＺＹ 

4 Ｚ 8 ＷＺ 12 ＸＺ 16 ＹＺ 20 ＺＺ 

 

(3) 処理結果通知情報 

前記(1)（登録の方法）により出港前報告情報がシステムに登録された場合は、次の内容が「処

理結果通知情報」(出力情報コード：＊ＳＡＭＲ)として登録者に配信されることから参考とする

こと。 

出力行 出力内容 出力条件 

１ 出力共通項目 なし。 

２ 処理結果コード なし。 

３ Ｂ／Ｌ番号 なし。 

４ 

Ｂ／Ｌ不突合識別 次の内容に応じたコードが出力される。 

コード 内 容 

１ 

「マスター識別」欄に「Ｍ」が入力されたにもか

かわらず、ハウスＢ／Ｌが関連付けされていない

場合。 

２ 

「マスター識別」欄に「Ｍ」が入力されていない

にもかかわらず、ハウスＢ／Ｌが関連付けされて

いる場合。 

スペース 上記の内容のいずれにも該当しない場合。 

 

(4) 出力情報 

前記(1)（登録の方法）により出港前報告情報をシステムに登録した場合は、次の情報がそれぞ

れ配信される。 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

ハウスＢ／Ｌ報告

完了通知情報 

ＳＡＳ１３５０ 関連する全てのハウスＢ／Ｌの出港前

報告が完了した旨が登録されている場

合。 

登録者 

関連ハウス事前通

知状況情報 

ＳＡＳ１４４０ 関連するハウスＢ／Ｌに事前通知の登

録が行われている場合。 

登録者 
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出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

マスターＢ／Ｌ報

告状況通知情報 

ＳＡＳ１４８０ 関連する全てのハウスＢ／Ｌの出港前

報告が完了した旨が登録されている場

合。 

出港前報告を

行った利用運

送事業者 

 

４ 出港前報告（ハウスＢ／Ｌ） 

利用運送事業者が把握するハウスＢ／Ｌに基づく積荷情報について、Ｂ／Ｌ単位に行う出港前報

告は次による。 

(1) 登録の方法 

ハウスＢ／Ｌ単位に出港前報告情報を登録する場合は、「出港前報告（ハウスＢ／Ｌ）」業務（業

務コード：ＡＨＲ）を利用して、次の事項を入力し送信する。 

なお、船会社が利用運送事業者に発行するＢ／Ｌ（以下「マスターＢ／Ｌ」という。）に対して

全てのハウスＢ／Ｌの出港前報告が完了した旨を登録する場合も本業務で行う。 

<共通部> 

項番 項目名（入力画面） 内 容 

1 

船舶コード 

（「船舶＊」欄左） 

船舶の信号符字（コールサイン）を必須入力する。 

※ 船舶コードはＩＭＯ番号ではなく、信号符字（コールサイン）

を左詰めで入力すること。 

2 

積載船名 

（「船舶＊」欄右） 

(1) 「船舶＊」欄左に入力した船舶コードがシステムに登録され

ている場合は、入力を要しない。 

(2) 「船舶＊」欄左に入力した船舶コードがシステムに登録され

ていない場合は、積載船名を必須入力する。 

3 

船舶国籍コード 

（「船舶国籍」欄） 

(1) 「船舶＊」欄左に入力した船舶コードがシステムに登録され

ている場合は、入力を要しない。 

(2) 「船舶＊」欄左に入力した船舶コードがシステムに登録され

ていない場合は、船舶の国籍を国・地域名コード（国連ＬＯ

ＣＯＤＥの２桁コード。「業務コード集」参照）で必須入力す

る。 

4 
航海番号 

（「航海番号＊」欄） 

「船会社＊」欄に入力した本船利用船会社の航海番号を必須入

力する。 

5 
船会社コード 

（「船会社＊」欄） 

船会社を本船利用船会社単位に船会社コード（「業務コード集」

参照）で必須入力する。 

6 

船積港コード 

（「船積港＊」欄左） 

(1) 本邦に入港しようとする外国貿易船にコンテナ貨物を船積み

する港を国連ＬＯＣＯＤＥの５桁コード（「業務コード集」参

照）で必須入力する。 

なお、トランシップする場合、最初に本邦向けに積出しし

た港（仕出港）は、「仕出港」欄左に入力すること。 

(2) 該当する国連ＬＯＣＯＤＥがシステムに登録されていない場

合は、国・地域名コード（国連ＬＯＣＯＤＥの２桁コード。「業
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

務コード集」参照）の後に「ＺＺＺ」を付したコードを必須

入力する。 

7 

船積港名 

（「船積港＊」欄中） 

(1) 「船積港＊」欄左に入力した船積港コードがシステムに登録

されている場合は、入力を要しない。 

(2) 「船積港＊」欄左に入力した船積港コードの下３桁が「ＺＺ

Ｚ」の場合は、船積港名を必須入力する。 

8 

船積港枝番 

（「船積港＊」欄右） 

(1) 同一航海で同一の船積港コード（下３桁に「ＺＺＺ」を付し

たコードを含む。）である港に複数回寄港し、船積みする場合

は、枝番を入力する。 

（入力例） 

・２回目の場合は「１」 

・10 回目の場合は「９」 

なお、船積港枝番単位で「出港日時報告」業務（業務コー

ド：ＡＴＤ）の実施が必要となるため、寄港回数に対応する

枝番と異なる枝番を入力することがないよう留意すること。 

9 

マスターＢ／Ｌ番号 

（「マスターＢ／Ｌ

番号＊」欄） 

関連付けを行うマスターＢ／Ｌ番号を必須入力する。 

「出港前報告」業務（業務コード：ＡＭＲ）又は「出港前報告

訂正」業務（業務コード：ＣＭＲ）で報告されたマスターＢ／Ｌ

番号と同じ内容を入力すること。 

10 

ハウスＢ／Ｌ報告完

了識別 

（「ハウスＢ／Ｌ報

告完了」欄） 

マスターＢ／Ｌに関連付けを行うハウスＢ／Ｌの報告が全て完

了した場合は、「Ｅ」を入力する。 

なお、全てのハウスＢ／Ｌの報告がすでに行われている場合は、

「ハウスＢ／Ｌ報告完了」欄に「Ｅ」を入力し、以下 11 から 91

までの項目は入力を要しない。 

※ 本欄を入力して報告することにより、マスターＢ／Ｌとの関

連付け処理が適正に行われた旨の通知を受取ることができる

ほか、関連付けが行われたマスターＢ／Ｌの報告者に対してハ

ウスＢ／Ｌの報告が全て完了した旨の通知も行われることか

ら、必ず「Ｅ」入力を行うこと。 

11 

ハウスＢ／Ｌ番号 

（「ハウスＢ／Ｌ番

号」欄） 

(1) ハウスＢ／Ｌ番号の先頭にハウスＢ／Ｌ用コード又は船会社

コード（「業務コード集」参照）のうち混載貨物用コードを付

した番号を必須入力する。 

(2) 「,」（カンマ）の入力は、「.」（ピリオド）で入力する。 

(3) 「ハウスＢ／Ｌ報告完了」欄に「Ｅ」（ハウスＢ／Ｌ報告完了

識別）を入力しない場合は、必須入力する。 

（入力方法） 

① １桁目から４桁目 

ハウスＢ／Ｌ用コード又は船会社コード（「業務コード集」
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

参照）のうち混載貨物用コードを入力する。 

② ５桁目以降 

ハウスＢ／Ｌ番号を入力する。 

③ 枝番を入力する場合は、後記(2)（枝番の入力方法）を参照

し、②に続けて入力する。 

※以下 12 から 91 までの項目は、「ハウスＢ／Ｌ番号」欄を入力しない場合、入力を要しない。 

12 

船舶情報変更予定有

識別 

（「船舶情報変更予

定有識別」欄） 

トランシップ等による船舶情報の変更予定があり、変更後の船

舶情報が不明な場合で、船会社、船舶代理店が報告するマスター

Ｂ／Ｌの船舶情報に準ずる場合は、「Ｙ」を入力する。 

13 
出港予定年月日 

（「出港日時」欄左） 

船積港の出港予定年月日を現地時間又はグリニッジ標準時によ

り、西暦（８桁）で入力する。 

14 
出港予定時分 

（「出港日時」欄右） 

船積港の出港予定時分を現地時間又はグリニッジ標準時によ

り、24 時間制（４桁）で必須入力する。 

15 

グリニッジ標準時差

分 

（「グリニッジ標準

時差分」欄） 

(1) 「出港日時＊」欄左及び「出港日時＊」欄右を現地時間で入

力した場合は、現地時間とグリニッジ標準時との差分を正表

示「＋」又は負表示「－」を付して、24 時間制（４桁）で必

須入力する。 

(2) 「出港日時＊」欄左及び「出港日時＊」欄右をグリニッジ標

準時で入力した場合は、「00000」を必須入力する。 

（入力例） 

船積港が「ＴＨＢＫＫ」で、出港予定時分が現地時間 20 時２

分（グリニッジ標準時 13 時２分）の場合の入力例は以下のとお

り。 

① グリニッジ標準時で報告する場合 

「出港日時＊」欄右は「1302」を入力する。 

「グリニッジ標準時差分＊」欄は「00000」を入力する。 

② 現地時間で報告する場合 

「出港日時＊」欄右は「2002」を入力する。 

「グリニッジ標準時差分＊」欄は「+0700」を入力する。 

16 

緩和措置対象地域識

別 

（「緩和措置対象地

域」欄） 

法令に基づき緩和措置が適用される近海航路の場合は、「Ｙ」を

入力する。 

17 の項目は、最大３欄まで繰り返し入力することができる。 

17 

通知先コード 

（「通知先」欄） 

(1) ＮＡＣＣＳ利用者で報告者と異なる関係事業者（後続業務を

実施する国内に所在するＮＡＣＣＳ利用者）が「出港前報告

訂正（ハウスＢ／Ｌ）業務」（業務コード：ＣＨＲ）又はハウ
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スＢ／Ｌ貨物情報登録呼び出し業務（業務コード：ＮＶＣ１

１）若しくは出港前報告照会業務（業務コード：ＩＡＲ）を

行う必要がある場合は、当該関係する事業者の利用者の利用

者コード（「業務コード集」参照）を入力する。 

(2) 税関からのリスク分析結果の事前通知を関係する事業者（後

続業務を実施する国内に所在するＮＡＣＣＳ利用者等）に通

知する必要がある場合は、当該関係する事業者の利用者コー

ド（「業務コード集」参照）を入力する。 

18 

船卸港コード 

（「船卸港」欄左） 

(1) コンテナ貨物を船卸しする港（仮陸揚げを行う場合は仮陸揚

をする港）を国連ＬＯＣＯＤＥの５桁コード（「業務コード集」

参照）で必須入力する。 

(2) 該当する国連ＬＯＣＯＤＥがシステムに登録されていない場

合は、国・地域名コード（国連ＬＯＣＯＤＥの２桁コード。「業

務コード集」参照）の後に「ＺＺＺ」を付したコードを必須

入力する。 

19 
入港予定年月日 

（「入港予定日」欄） 

(1) 船卸港への入港予定年月日を西暦（８桁）で必須入力する。 

(2) 日本時間で入力する。 

20 

仕出港コード 

（「仕出港」欄左） 

(1) 最初に本邦向けにコンテナ貨物を積出しした港を国連ＬＯＣ

ＯＤＥの５桁コード（「業務コード集」参照）で必須入力する。 

(2) 該当する国連ＬＯＣＯＤＥがシステムに登録されていない場

合は、国・地域名コード（国連ＬＯＣＯＤＥの２桁コード。「業

務コード集」参照）の後に「ＺＺＺ」を付したコードを必須

入力する。 

21 

仕出港名 

（「仕出港」欄右） 

(1) 「仕出港＊」欄左に入力した仕出港コードがシステムに登録

されている場合は、入力を要しない。 

(2) 「仕出港＊」欄左に入力した仕出港コードの下３桁が「ＺＺ

Ｚ」の場合は、仕出港名を必須入力する。 

22 

荷渡地コード 

（「荷渡地」欄左） 

(1) 荷渡地（港）を国連ＬＯＣＯＤＥの５桁コード（「業務コード

集」参照）で必須入力する。 

なお、仮陸揚貨物である場合は、「船卸港＊」欄左と同一で

ないこと。 

(2) 該当する国連ＬＯＣＯＤＥがシステムに登録されていない場

合は、国・地域名コード（国連ＬＯＣＯＤＥの２桁コード。「業

務コード集」参照）の後に「ＺＺＺ」を付したコードを必須

入力する。 

23 

荷渡地名 

（「荷渡地」欄右） 

(1) 「荷渡地＊」欄左に入力した荷渡地コードがシステムに登録

されている場合は、入力を要しない。 

(2) 「荷渡地＊」欄左に入力した荷渡地コードの下３桁を「ＺＺ
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Ｚ」と入力した場合は、荷渡地名を必須入力する。 

24 

最終仕向地コード 

（「最終仕向地」欄

左） 

(1) 貨物の最終仕向地を国連ＬＯＣＯＤＥの５桁コード（「業務コ

ード集」参照）で入力する。 

(2) 該当する国連ＬＯＣＯＤＥがシステムに登録されていない場

合は、国・地域名コード（国連ＬＯＣＯＤＥの２桁コード。「業

務コード集」参照）の後に「ＺＺＺ」を付したコードを入力

する。 

25 

最終仕向地名 

（「最終仕向地」欄

右） 

(1) 「最終仕向地」欄左に入力した最終仕向地コードがシステム

に登録されている場合は、入力を要しない。 

(2) 「最終仕向地」欄左に入力した最終仕向地コードの下３桁が

「ＺＺＺ」の場合は、最終仕向地名を必須入力する。 

26 

荷送人コード 

（「荷送人」欄） 

(1) 輸出入者コード（日本国税関が発給する輸出入者を特定する

コード又は財団法人日本貿易関係手続き簡易化協会から払い

出されるＪＡＳＴＰＲＯコード）又は法人番号（日本国国税

庁が指定する法人を特定するための固有の番号）を有する荷

送人の場合は、輸出入者コードを入力する。なお、枝番（４

桁）を入力しない場合はシステムにより自動的に「0000」が

補完される。 

(2) 輸出入者コード又は法人番号を有しない荷送人の場合は、入

力を要しない。 

(3) ＡＥＯ相互承認に係る海外輸出入者コードは入力不可。 

27 

荷送人名 

（「荷送人名称」欄） 

次のいずれかに該当する場合は、荷送人名を必須入力する。 

① 「荷送人」欄で荷送人コードを入力しなかった場合。 

② 「荷送人」欄に関連付けのない法人番号を入力した場合。 

※ 原則として、実際に貨物を輸出する者又は送り出す者の名称

を入力することとするが、別の利用運送事業者との運送契約に

基づくハウスＢ／Ｌの報告の場合であって、当該運送契約にお

いて実際に貨物を輸出する者又は送り出す者に関する情報提

供を受けることが困難な場合には、利用運送事業者名を入力す

ることとして差し支えない。 

28 

荷送人住所（連続入

力） 

（「荷送人住所」欄） 

(1) 荷送人の住所を分割して入力することができない場合は、本

欄にまとめて入力する。 

(2) 「荷送人」欄で荷送人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合は、荷送人の住所を入力

する。 

(3) 「荷送人住所 St.1」欄から「荷送人住所 City」欄まで入力す

る場合は、入力不可。 

29 荷送人住所１／４ (1) 「荷送人」欄で荷送人コードを入力しなかった場合又は関連
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（「荷送人住所 St.1」

欄） 

付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、「荷送人

住所」欄を入力しなかった場合は、荷送人住所１／４（Street 

and number/P.O.Box）を必須入力する。 

(2) 「荷送人住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

30 

荷送人住所２／４ 

（「荷送人住所 St.2」

欄） 

(1) 「荷送人」欄で荷送人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、「荷送人

住所」欄を入力しなかった場合は、荷送人住所２／４（Street 

and number/P.O.Box）を必須入力する。 

(2) 「荷送人住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

31 

荷送人住所３／４ 

（「荷送人住所 City」

欄） 

(1) 「荷送人」欄で荷送人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、「荷送人

住所」欄を入力しなかった場合は、荷送人住所３／４（City 

name）を必須入力する。 

(2) 「荷送人住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

32 

荷送人住所４／４ 

（「 荷 送 人 住 所

Country-sub」欄） 

(1) 「荷送人」欄で荷送人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、「荷送人

住所」欄を入力しなかった場合は、荷送人住所４／４（Country 

sub-entity, name）を入力する。 

(2) 「荷送人住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

33 

荷送人郵便番号 

（「荷送人 Postcode」

欄） 

(1) 「荷送人」欄で荷送人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合は、荷送人郵便番号を入

力する（区切り符号は入力しない。）。 

(2) 「荷送人」欄で荷送人コードを入力した場合（関連付けのな

い法人番号を入力した場合を除く。）は、入力を要しない。 

(3) 荷送人の国に郵便番号が存在しない場合は、入力を要しない。 

34 

荷送人国名コード 

（「荷送人 Country」

欄） 

(1) 「荷送人」欄で荷送人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合は、荷送人の国（地域）

を国・地域名コード（国連ＬＯＣＯＤＥの２桁コード。「業務

コード集」参照）で必須入力する。 

(2) 「荷送人」欄で荷送人コードを入力した場合（関連付けのな

い法人番号を入力した場合を除く。）は、入力を要しない。 

35 

荷送人電話番号 

（「荷送人電話番号」

欄） 

「荷送人」欄で荷送人コードを入力しなかった場合又は関連付

けのない法人番号を入力した場合は、電話番号を市外局番から必

須入力する（区切り符号は入力せず、数字のみで入力すること。）。 

36 

荷受人コード 

（「荷受人」欄） 

(1) 輸出入者コード又は法人番号を有する荷受人の場合は、輸出

入者コード又は法人番号を入力する。なお、枝番（４桁）を

入力しない場合はシステムにより自動的に「0000」が補完さ

れる。 
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(2) 輸出入者コード又は法人番号を有しない荷受人の場合は、入

力を要しない。 

(3) ＡＥＯ相互承認に係る海外輸出入者コードは入力不可。 

37 

荷受人名 

（「荷受人名称」欄） 

次のいずれかに該当する場合は、荷受人名を必須入力する。 

① 「荷受人」欄で荷受人コードを入力しなかった場合。 

② 「荷受人」欄に関連付けのない法人番号を入力した場合。 

※ 実際に貨物を輸入する者又は受取る者の名称を入力すること

とするが、別の利用運送事業者との運送契約に基づくハウスＢ

／Ｌの報告の場合であって、当該運送契約において実際に貨物

を輸入する者又は受取る者に関する情報提供を受けることが

困難な場合には、利用運送事業者名を入力することとして差し

支えない。 

※ 「ＴＯ ＯＲＤＥＲ」を使用した場合は、着荷通知先に具体

的な名称、住所及び電話番号を入力すること。 

38 

荷受人住所（連続入

力） 

（「荷受人住所」欄） 

(1) 荷受人の住所及を分割して入力することができない場合は、

本欄にまとめて入力する。 

(2) 「荷受人」欄で荷受人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合は、荷受人の住所を入力

する。 

(3) 「荷受人住所 St.1」欄から「荷受人住所 City」欄まで入力す

る場合は、入力不可。 

※ 「荷受人名称」欄に「ＴＯ ＯＲＤＥＲ」と入力した場合に

は、「ＴＯ ＯＲＤＥＲ」と入力すること。 

39 

荷受人住所１／４ 

（「荷受人住所 St.1」

欄） 

(1) 「荷受人」欄で荷受人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、「荷受人

住所」欄を入力しなかった場合は、荷受人住所１／４（Street 

and number/P.O.Box）を必須入力する。 

(2) 「荷受人住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

40 

荷受人住所２／４ 

（「荷受人住所 St.2」

欄） 

(1) 「荷受人」欄で荷受人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、「荷受人

住所」欄を入力しなかった場合は、荷受人住所２／４（Street 

and number/P.O.Box）を必須入力する。 

(2) 「荷受人住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

41 

荷受人住所３／４ 

（「荷受人住所 City」

欄） 

(1) 「荷受人」欄で荷受人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、「荷受人

住所」欄を入力しなかった場合は、荷受人住所３／４（City 

name）を必須入力する。 

(2) 「荷受人住所」欄を入力した場合は、入力不可。 
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42 

荷受人住所４／４ 

（「 荷 受 人 住 所

Country-sub」欄） 

(1) 「荷受人」欄で荷受人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、「荷受人

住所」欄を入力しなかった場合は、荷受人住所４／４（Country 

sub-entity, name）を入力する。 

(2) 「荷受人住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

43 

荷受人郵便番号 

（「荷受人 Postcode」

欄） 

(1) 「荷受人」欄で荷受人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合は、荷受人郵便番号を入

力する（区切り符号は入力しない。）。 

(2) 「荷受人」欄で荷受人コードを入力した場合（関連付けのな

い法人番号を入力した場合を除く。）は、入力を要しない。 

(3) 荷受人の国に郵便番号が存在しない場合は、入力を要しない。 

44 

荷受人国名コード 

（「荷受人 Country」

欄） 

(1) 「荷受人」欄で荷受人コードを入力しなかった場合又は関連

付けのない法人番号を入力した場合は、荷受人の国（地域）

を国・地域名コード（国連ＬＯＣＯＤＥの２桁コード「業務

コード集」参照）で必須入力する。 

(2) 「荷受人」欄で荷受人コードを入力した場合（関連付けのな

い法人番号を入力した場合を除く。）は、入力を要しない。 

※ 「荷受人名称」欄に「ＴＯ ＯＲＤＥＲ」と入力した場合に

は、「着荷通先 Country」欄と同じ内容を入力すること。 

45 

荷受人電話番号 

（「荷受人電話番号」

欄） 

「荷受人」欄で荷受人コードを入力しなかった場合又は関連付

けのない法人番号を入力した場合は、電話番号を市外局番から必

須入力する（区切り符号は入力せず、数字のみで入力すること。）。 

※ 「荷受人名称」欄に「ＴＯ ＯＲＤＥＲ」と入力した場合に

は、「着荷通知先電話番号」欄と同じ内容を入力又は「ＴＯ Ｏ

ＲＤＥＲ」と入力すること。 

以下 46 から 55 までの項目は、最大２欄まで繰り返し入力することができる。 

46 

着荷通知先コード 

（「着荷通知先」欄） 

(1) 輸出入者コード又は法人番号を有する着荷通知先の場合は、

輸出入者コード又は法人番号を入力する。なお、枝番（４桁）

を入力しない場合はシステムにより自動的に「0000」が補完

される。 

(2) 輸出入者コード又は法人番号を有しない着荷通知先の場合

は、入力を要しない。 

(3) ＡＥＯ相互承認に係る海外輸出入者コードは入力不可。 

47 

着荷通知先名 

（「着荷通知先（ ）」

欄） 

次のいずれかに該当する場合は、着荷通知先名を必須入力する。 

① 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力しなかった場合。 

② 「着荷通知先」欄に関連付けのない法人番号を入力した場合。 

※ 「ＳＡＭＥ ＡＳ ＣＯＮＳＩＧＮＥＥ」は入力不可。 
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48 

着荷通知先住所（連

続入力） 

（「着荷通知先住所」

欄） 

(1) 着荷通知先の住所を分割して入力することができない場合

は、本欄にまとめて入力する。 

(2) 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力しなかった場合

又は関連付けのない法人番号を入力した場合は、着荷通知先

の住所を入力する。 

(3) 「着荷通知先住所 St.1」欄から「着荷通知先住所 City」欄ま

でを入力する場合は、入力不可。 

49 

着荷通知先住所１／

４ 

（「着荷通知先住所

St.1」欄） 

(1) 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力しなかった場合

又は関連付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、

「着荷通知先住所」欄を入力しなかった場合は、着荷通知先

住所１／４（Street and number/P.O.Box）を必須入力する。 

(2) 「着荷通知先住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

50 

着荷通知先住所２／

４ 

（「着荷通知先住所

St.2」欄） 

(1) 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力しなかった場合

又は関連付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、

「着荷通知先住所」欄を入力しなかった場合は、着荷通知先

住所２／４（Street and number/P.O.Box）を必須入力する。 

(2) 「着荷通知先住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

51 

着荷通知先住所３／

４ 

（「着荷通知先住所

City」欄） 

(1) 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力しなかった場合

又は関連付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、

「着荷通知先住所」欄を入力しなかった場合は、着荷通知先

住所３／４（City name）を必須入力する。 

(2) 「着荷通知先住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

52 

着荷通知先住所４／

４ 

（着荷通知先住所

「Country-sub」欄） 

(1) 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力しなかった場合

又は関連付けのない法人番号を入力した場合であって、かつ、

「着荷通知先住所」欄を入力しなかった場合は、着荷通知先

住所４／４（Country sub-entity, name）を入力する。 

(2) 「着荷通知先住所」欄を入力した場合は、入力不可。 

53 

着荷通知先郵便番号 

（「 着 荷 通 知 先

Postcode」欄） 

(1) 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力しなかった場合

又は関連付けのない法人番号を入力した場合は、着荷通知先

郵便番号を入力する（区切り符号は入力しない。）。 

(2) 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力した場合（関連

付けのない法人番号を入力した場合を除く。）は、入力を要し

ない。 

(3) 着荷通知先の国に郵便番号が存在しない場合は、入力を要し

ない。 

54 

着荷通知先国名コー

ド 

（「 着 荷 通 知 先

(1) 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力しなかった場合

又は関連付けのない法人番号を入力した場合は、着荷通知先

の国（地域）を国・地域名コード（国連ＬＯＣＯＤＥの２桁
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

Country」欄） コード。「業務コード集」参照）で必須入力する。 

(2) 「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力した場合（関連

付けのない法人番号を入力した場合を除く。）は、入力を要し

ない。 

55 

着荷通知先電話番号 

（「着荷通知先電話

番号」欄） 

「着荷通知先」欄で着荷通知先コードを入力しなかった場合又

は関連付けのない法人番号を入力した場合は、電話番号を市外局

番から必須入力する（区切り符号は入力せず、数字のみで入力す

ること。）。 

56 

品名 

（「品名」欄） 

(1) 積荷内容が容易に特定できるよう具体的、かつ、詳細な品名

を必須入力する。 

(2) 数字及び記号のみの入力は不可。 

(3) あいまいな表記の品名は入力不可。 

（例） 

APPAREL／WEARING APPAREL／LADIES' APPAREL／MEN'S APPAREL／

APPLIANCES／AUTO PARTS／PARTS／CAPS／CHEMICALS HAZARDOUS／

CHEMICALS NON-HAZARDOUS／ ELECTRONIC GOODS／ ELECTRONICS／

EQUIPMENT ／ FLOORING ／ FOODSTUFFS ／ IRON ／ STEEL ／ LEATHER 

ARTICLES ／ MACHINERY ／ MACHINES ／ PIPES ／ PLASTIC GOODS ／

POLYURETHANE／ RUBBER ARTICLES／ RODS／ SCRAP／ STC(SAID TO 

CONTAIN) ／ GENERAL CARGO ／ FAK(FREIGHT OF ALL KINDS)／ NO 

DESCRIPTION／TILES／TOOLS／WIRES 

57 
代表品目番号 

（「品目番号」欄） 

貨物の代表品目番号をＨＳコード（６桁）で必須入力する。 

58 
記号番号 

（「記号番号」欄） 

貨物の記号及び番号を必須入力する。 

59 

個数 

（「個数」欄左） 

(1) 貨物の外装個数を必須入力する。 

(2) 「０」は入力不可。 

(3) 個数で表現できない貨物の場合は、「１」を入力する。 

60 
個数単位コード 

（「個数」欄右） 

貨物の個数の単位を包装種別コード（「業務コード集」参照）で

必須入力する。 

61 

総重量 

（「総重量」欄左） 

(1) 貨物の総重量を必須入力する。 

(2) 「０」は入力不可。 

(3) 小数点を含めて 10 桁以内で入力する。 

(4) 整数部は最大６桁、小数部は最大３桁までそれぞれ入力する

ことができる。 

(5) 総重量が「総重量＊」欄右に入力する単位以外の場合は、「総

重量」欄右に入力する単位に換算した重量を入力する。 
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

62 
重量単位コード 

（「総重量」欄右） 

重量の単位を数量単位コード（総重量及び総容積）（「業務コー

ド集」参照）で必須入力する。 

63 

ネット重量 

（「ネット重量」欄

左） 

(1) 貨物のネット重量を入力する。 

(2) 「０」は入力不可。 

(3) 小数点を含めて 10 桁以内で入力する。 

(4) 整数部は最大６桁まで、小数部は最大３桁までそれぞれ入力

することができる。 

(5) ネット重量が「ネット重量」欄右に入力する単位以外の場合

は、「ネット重量」欄右に入力する単位に換算した重量を入力

する。 

64 

重量単位コード 

（「ネット重量」欄

右） 

「ネット重量」欄左を入力した場合は、重量の単位を数量単位

コード（総重量及び総容積）（「業務コード集」参照）で必須入力

する。 

65 

容積 

（「容積」欄左） 

(1) 貨物の容積を必須入力する。 

(2) 「０」は入力不可。 

(3) 小数点を含めて 10 桁以内で入力する。 

(4) 整数部は最大６桁まで、小数部は最大３桁までそれぞれ入力

することができる。 

(5) 容積が「容積＊」欄右に入力する単位以外の場合は、「容積＊」

欄右に入力する単位に換算した容積を入力する。 

66 
容積単位コード 

（「容積」欄右） 

容積の単位を数量単位コード（総重量及び総容積）（「業務コー

ド集」参照）で必須入力する。 

67 
原産国コード 

（「原産地」欄） 

貨物の原産国を国名コード（「業務コード集」参照）で入力する。 

68 

特殊貨物コード 

（「特殊貨物」欄） 

貨物に特殊貨物が含まれる場合は、ＳＰＣ（特殊貨物）コード

（「業務コード集」参照）で入力する。 

以下 69 から 70 までの項目は、最大５欄まで繰り返し入力することができる。 

69 

ＩＭＤＧクラス 

（「ＩＭＤＧ」欄） 

危険貨物を積載している場合は、国際海上危険物規則（ＩＭＤ

Ｇ ｃｏｄｅ）における危険物の分類（クラス）をＩＭＤＧクラス

（「業務コード集」-「港湾関係業務関連コード」-「危険マスタ」

参照）で入力する。 

70 

ＵＮ ＮＯ． 

（「ＵＮ ＮＯ．」欄） 

(1) 「ＩＭＤＧ」欄を入力した場合は、国際連合危険物輸送勧告

における国連番号を危険物コード（「業務コード集」-「港湾

関係業務関連コード」-「危険マスタ」参照）で必須入力する。 

(2) 「0000」から「9999」の範囲で入力する。 

71 
海上運賃（フレート） 

（「海上運賃」欄左） 

(1) 貨物の海上運賃を入力する。 

(2) 「海上運賃」欄右に「ＪＰＹ」以外を入力する場合は、小数
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

点以下第２位まで入力することができる。 

72 

海上運賃通知種別コ

ード 

（「海上運賃」欄右） 

「海上運賃」欄左を入力した場合は、海上運賃の通貨種別を通

貨コード（「業務コード集」参照）で必須入力する。 

73 

価格 

（「価格」欄左） 

(1) 仮陸揚貨物で保税運送を行う場合は、貨物の価格を入力する。 

(2) 「価格」欄右に「ＪＰＹ」以外を入力する場合は、小数点以

下第２位まで入力することができる。 

74 
価格通貨種別コード 

（「価格」欄右） 

「価格」欄左を入力した場合は、価格の通貨種別を通貨コード

（「業務コード集」参照）で必須入力する。 

75 
仮陸揚識別 

（「仮陸揚識別」欄） 

仮陸揚貨物の場合は、「28」（仮陸揚）を入力する。 

76 

仮陸揚事由コード 

（「仮陸揚事由」欄） 

(1) 「仮陸揚識別」欄を入力した場合は、次の区分に応じたコー

ドを必須入力する。 

コード 区 分 

ＴＲＴ 他の外国貿易船（機）への積替え（運送有り） 

ＴＲＳ 他の外国貿易船（機）への積替え（運送無し） 

ＰＯＳ 同一本船での荷繰り 

ＲＥＶ コンテナ詰め替え 

(2) 仮陸揚貨物に対して保税運送情報の登録を行う場合は、「ＴＲ

Ｓ」（他の外国貿易船（機）への積替え（運送無し））又は「Ｐ

ＯＳ」（同一本船での荷繰り）でないこと。 

77 

仮陸揚期間 

（「仮陸揚期間」欄） 

(1) 「仮陸揚識別」欄を入力した場合は、船卸開始年月日を起算

日として仮陸揚期間を日数で必須入力する。 

(2) 「０」は入力不可。 

78 

運送期間開始予定日 

（「運送予定期間」欄

左） 

(1) 仮陸揚貨物の保税運送を行う場合は、運送期間開始予定日を

西暦（８桁）で入力する。 

(2) 日本時間で入力する。 

79 

運送期間終了予定日 

（「運送予定期間」欄

右） 

(1) 仮陸揚貨物の保税運送を行う場合は、運送期間終了予定日を

西暦（８桁）で入力する。入力しない場合は、システムによ

り自動的に付与される。 

(2) 日本時間で入力する。 

80 

仮陸揚貨物保税運送

の運送具コード 

（「運送具」欄） 

仮陸揚貨物の保税運送を行う場合は、次の区分に応じたコード

を入力する。 

区 分 コード 

AIRCRAFT ６ 

SHIP １１ 

BARGE １６ 

RAIL EXPRESS ２５ 
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

区 分 コード 

TRUCK ３１ 

OTHER １７ 
 

81 
到着地コード 

（「到着地」欄左） 

仮陸揚貨物の保税運送を行う場合は、到着地を保税地域コード

（「業務コード集」参照）で入力する。 

82 

到着地名 

（「到着地」欄右） 

(1) 「到着地」欄左を入力した場合は、入力不可。 

(2) 「到着地」欄左を入力しなかった場合又は入力した到着地コ

ードがシステムに登録されていない場合は、到着地名を必須

入力する。 

83 の項目は、最大５欄まで繰り返し入力することができる。 

83 

他法令コード 

（「他法令」欄） 

仮陸揚貨物の保税運送を行う場合で、他法令に該当する貨物が

含まれる場合は、他法令コード（「業務コード集」参照）で入力す

る。 

84 
記事 

（「記事」欄） 

積荷に関する事項を必要に応じて入力する。 

85 

社内整理番号 

（「社内整理番号」

欄） 

自社で付与する任意の番号等を入力する。 

<欄部> 

項番 項目名（入力画面） 内 容 

86 から 91 までの項目は、最大 200 欄まで繰り返し入力することができる。 

86 

コンテナ番号 

（「コンテナ番号」

欄） 

コンテナ番号を左詰めで必須入力する。 

87 の項目は、最大６欄まで繰り返し入力することができる。 

87 

シール番号 

（「シール番号」欄） 

(1) コンテナのシール番号を左詰めで必須入力する。 

(2) シールがない場合は、１欄目に「ＮＯ ＳＥＡＬ」と必須入

力する。 

88 

空／実入りコンテナ

表示 

（「空／実識別」欄） 

「５」（Full）を必須入力する。 

89 

コンテナサイズコー

ド 

（「サイズ」欄） 

次の区分に応じたコンテナサイズコード（２桁）を必須入力す

る。 

１桁目: コンテナ長さコード（コード：コンテナ長さ［Ft］） 

区 分 コード 

１０Ft １ 

２０Ft ２ 

４０Ft ４ 



１－１－３１ 

 

 

項番 項目名（入力画面） 内 容 

区 分 コード 

その他 ９ 

２桁目: コンテナ高さコード（コード：コンテナ高さ［Ft］［In］） 

区 分 コード 

８Ft ０ 

９Ft６In ２ 

９Ft ４ 

９Ft６In ５ 

＞９Ft６In ６ 

４Ft３In ８ 

≦４Ft（その他の高さにつ

いては本コードを使用） 
９ 

 

90 

コンテナタイプコー

ド 

（「タイプ」欄） 

次の区分に応じたコードを必須入力する。 

区 分 コード 

ドライコンテナ ＧＰ 

冷凍コンテナ ＲＴ 

オープントップコンテナ ＵＴ 

フラットラックコンテナ ＰＦ 

プラットフォームコンテナ ＰＬ 

タンクコンテナ ＴＮ 

その他のコンテナ ＳＮ 
 

91 

コンテナ所有形態コ

ード 

（「所有形態」欄） 

次の区分に応じたコードを必須入力する。 

区 分 コード 

Shipper supplied １ 

Carrier supplied ２ 

Consolidator supplied ３ 

Deconsolidator supplied ４ 

Third party supplied ５ 
 

※68 及び 73 から 83 までの項目は出港前報告においては入力不要であるが、後続業務で必要とな

る項目である。 

 

(2) 枝番の入力方法 

１件のハウスＢ／Ｌ番号につき 200 本を超えるコンテナがある場合は、下表の順序に従い、当

該Ｂ／Ｌ番号の後に左詰めで枝番を付すことにより分割し、コンテナが 200 本以下となるように

調整する。 

なお、「出港前報告（ハウスＢ／Ｌ）」業務（業務コード：ＡＨＲ）は、分割したハウスＢ／Ｌ

番号ごとに実施する。 

また、枝番を付した場合は、システムを使用して後続業務を行う利用者に、当該Ｂ／Ｌ番号に
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枝番が付されている旨及び分割内容を連絡する。 

順序 枝番 順序 枝番 順序 枝番 順序 枝番 順序 枝番 

1 Ｗ 5 ＷＷ 9 ＸＷ 13 ＹＷ 17 ＺＷ 

2 Ｘ 6 ＷＸ 10 ＸＸ 14 ＹＸ 18 ＺＸ 

3 Ｙ 7 ＷＹ 11 ＸＹ 15 ＹＹ 19 ＺＹ 

4 Ｚ 8 ＷＺ 12 ＸＺ 16 ＹＺ 20 ＺＺ 

 

(3) 処理結果通知情報 

前記(1)（登録の方法）により出港前報告情報がシステムに登録された場合は、次の内容が「処

理結果通知情報」(出力情報コード：＊ＳＡＨＲ)として登録者に配信されることから参考とする

こと。 

出力行 出力内容 出力条件 

１ 出力共通項目 なし。 

２ 処理結果コード なし。 

３ マスターＢ／Ｌ番号 なし。 

４ ハウスＢ／Ｌ番号 ハウスＢ／Ｌ番号が入力された場合。 

５ 

Ｂ／Ｌ不突合識別 次の内容に応じたコードが出力される。 

コード 内 容 

１ 
「マスターＢ／Ｌ番号＊」欄に入力したＢ／Ｌが

マスターＢ／Ｌとして登録されていない場合。 

２ 
「マスターＢ／Ｌ番号＊」欄に入力したＢ／Ｌが

出港前報告がされていない場合。 

スペース 上記の内容のいずれにも該当しない場合。 

 

(4) 出力情報 

前記(1)（登録の方法）により出港前報告情報をシステムに登録した場合は、次の情報がそれぞ

れ配信される。 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

ハウスＢ／Ｌ報告

完了通知情報 

ＳＡＳ１３５０ 

 

マスターＢ／Ｌに対して全てのハウス

Ｂ／Ｌの出港前報告が完了した旨を登録

した場合。 

マスターＢ／

Ｌに対して出

港前報告を行

った船会社等 

関連ハウス事前通

知状況情報 

 

ＳＡＳ１４４０ 

 

関連するハウスＢ／Ｌに事前通知の登

録が行われている状態となった場合。 

出港前報告を

行った船会社

等 

マスターＢ／Ｌ番号を変更した場合

で、変更前のマスターＢ／Ｌに関連する

ハウスＢ／Ｌに事前通知の登録が行われ

訂正前のマス

ターＢ／Ｌに

対して出港前
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出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

ていない状態となった場合。 報告を行った

船会社等 

マスターＢ／Ｌ報

告状況通知情報 

 

ＳＡＳ１４８０ 

 

マスターＢ／Ｌに対して全てのハウス

Ｂ／Ｌの出港前報告が完了した旨が登録

されている場合。 

登録者 

登録者以外の

出港前報告を

行った利用運

送事業者 

ハウスＢ／Ｌ報告

状況通知情報 

ＳＡＳ１５７０ ハウスＢ／Ｌ未登録である旨を取り消

したマスターＢ／Ｌがある場合。 

出港前報告を

行った船会社

等 

 

５ 出港日時報告 

本船利用船会社単位及び船積港単位に出港日時を報告する場合又は報告した日時等を訂正する場

合は次による。 

なお、共同運航（１船舶に複数の利用船会社があること。）の船舶の場合は、本船利用船会社ごと

に自社分の出港日時を報告する。 

(1) 登録の方法 

「出港日時報告」業務（業務コード：ＡＴＤ）を利用して、次の事項を入力し送信する。 

項番 項目名（入力画面） 内 容 

１ 
処理区分コード 

（「処理区分＊」欄） 

「９」（登録）を必須入力する。 

２ 
船舶コード 

（「船舶＊」欄） 

船舶の信号符字（コールサイン）を必須入力する。 

３ 
航海番号 

（「航海番号＊」欄） 

「船会社＊」欄に入力した本船利用船会社の航海番号を必須入

力する。 

４ 
船会社コード 

（「船会社＊」欄） 

船会社を本船利用船会社単位に船会社コード（「業務コード集」

参照）で必須入力する。 

５ 

船積港コード 

（「船積港＊」欄左） 

(1) 本邦に入港しようとする外国貿易船にコンテナ貨物を船積

みする港を国連ＬＯＣＯＤＥの５桁コード（「業務コード集」

参照）で必須入力する。 

(2) 該当する港コードがシステムに登録されていない場合は、

国・地域名コード（国連ＬＯＣＯＤＥの２桁コード。「業務

コード集」参照）の後に「ＺＺＺ」を必須入力する。 

６ 

船積港枝番 

（「船積港＊」欄右） 

(1) 同一航海で同一の船積港コード（下３桁に「ＺＺＺ」を付し

たコードを含む。）である港に複数回寄港し、船積みする場

合は、枝番を入力する。 

（入力例） 
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

・２回目の寄航の場合は「１」 

・10 回目の寄航の場合は「９」 

なお、「出港前報告」業務（業務コード：ＡＭＲ）及び「出

港前報告訂正」業務（業務コード：ＣＭＲ）で報告した船積

港枝番と異なる枝番を入力することがないよう留意するこ

と。 

７ 
出港年月日 

（「出港日時＊」欄左） 

船積港の出港年月日を現地時間又はグリニッジ標準時により、

西暦（８桁）で必須入力する。 

８ 
出港時分 

（「出港日時＊」欄右） 

船積港の出港時間を現地時間又はグリニッジ標準時により、24

時間制（４桁）で必須入力する。 

９ 

グリニッジ標準時差分 

（「グリニッジ標準時

差分＊」欄） 

(1) 「出港日時＊」欄左及び「出港日時＊」欄右を現地時間で入

力した場合は、現地時間とグリニッジ標準時との差分を正表

示「＋」又は負表示「－」を付して、24 時間制（４桁）で

必須入力する。 

(2) 「出港日時＊」欄左及び「出港日時＊」欄右をグリニッジ標

準時で入力した場合は、「00000」を必須入力する。 

（入力例） 

船積港が「ＴＨＢＫＫ」で、出港予定時分が現地時間 20 時

２分（グリニッジ標準時 13 時２分）の場合の入力例は以下の

とおり。 

① グリニッジ標準時で報告する場合 

「出港日時＊」欄右は「1302」を入力する。 

「グリニッジ標準時差分＊」欄は「00000」を入力する。 

② 現地時間で報告する場合 

「出港日時＊」欄右は「2002」を入力する。 

「グリニッジ標準時差分＊」欄は「+0700」を入力する。 

 

10 

緩和措置対象地域識別 

（「緩和措置対象地域」

欄） 

法令に基づき緩和措置が適用される近海航路の場合は、「Ｙ」

を入力する。 

 

(2) 出港日時の訂正 

システムに登録した出港日時を訂正する場合は、「出港日時報告」業務（業務コード：ＡＴＤ）

を利用して「処理区分＊」欄に「５」（訂正）を必須入力の上、前記(1)（登録の方法）に準じて

入力し送信する。 

 

(3) 出力情報 

前記(1)（登録の方法）又は前記(2)（出港日時の訂正）により出港日時をシステムに登録した

場合は、次の情報がそれぞれ配信される。 
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出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

出港前報告不

一致情報（民

間） 

ＳＡＳ１０８０ 次のいずれかの条件を満たす場合。 

① 報告期限までに出港前報告が行われてい

ない場合。 

② マスターＢ／Ｌとして登録されているＢ

／Ｌであるにもかかわらず、ハウスＢ／Ｌ

が関連付けされていない場合。 

③ ハウスＢ／Ｌに関連付けされたマスター

Ｂ／Ｌが登録されていない場合。 

④ マスターＢ／Ｌに係る船舶情報とハウス

Ｂ／Ｌに係る船舶情報が一致しない場合。 

登録者 

出港前報告不

一致情報（税

関） 

ＳＡＳ１０９０ 税関 

マスターＢ／

Ｌ報告状況通

知情報 

ＳＡＳ１４８０ 出港日時を登録したマスターＢ／Ｌに対し

て全てのハウスＢ／Ｌの出港前報告が完了し

た旨が登録されている場合。 

出港前報告を

行った利用運

送事業者 

 

６ 出港前報告情報のＢ／Ｌ番号関連付け 

出港前報告を行った船会社等又は利用運送事業者は、出港前報告を行ったＢ／Ｌが「セパレート」

（１Ｂ／Ｌが複数Ｂ／Ｌに分割されることをいう。以下同じ。）、「コンバイン」（複数Ｂ／Ｌが１Ｂ

／Ｌに統合されることをいう。以下同じ。）又は「スイッチ」（Ｂ／Ｌの番号が変更されることをい

う。以下同じ。）によりＢ／Ｌの内容に変更が生じた場合には、当該セパレート、コンバイン又はス

イッチ（以下「セパレート等」という。）の対象となるＢ／Ｌ（以下「変更前Ｂ／Ｌ」という。）と、

セパレート等により変更された後のＢ／Ｌ（以下「変更後Ｂ／Ｌ」という。）について、「出港前報

告Ｂ／Ｌ関連付け」業務（業務コード：ＢＬＬ）により、当該Ｂ／Ｌ番号の関連付けを行う。 

本業務を行うことにより、変更前のＢ／Ｌ番号に対する出港前報告が全て期限内に行われている

場合には、変更後のＢ／Ｌ番号に対する出港前報告又は積荷目録情報に設定された出港前報告不一

致（報告期限超過又は出港前報告未済）については解消される。 

本業務において、Ｂ／Ｌ番号の関連付けが可能であるＢ／Ｌ変更種別は次のとおり。 

項番 Ｂ／Ｌ変更種別 内 容 

１ 

セパレート １Ｂ／Ｌから複数Ｂ／Ｌ（最大１０Ｂ／Ｌ）へ変更する場合。 

例）  ABCD100          ABCD200 

                       ABCD300 

２ 

コンバイン 複数Ｂ／Ｌ（最大１０Ｂ／Ｌ）から１Ｂ／Ｌへ変更する場合。 

例）  ABCD100          ABCD300 

      ABCD200 

３ 

スイッチ １Ｂ／Ｌから１Ｂ／ＬへＢ／Ｌ番号を変更する場合。 

例） 

      ABCD100          ABCD200 

（注）本業務では、上記以外のＢ／Ｌ番号の変更（複数Ｂ／Ｌから複数Ｂ／Ｌへの変更又は１０
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Ｂ／Ｌを超える変更）について登録することはできないので留意すること。 

 

(1) 登録の方法 

「出港前報告Ｂ／Ｌ関連付け」業務（業務コード：ＢＬＬ）を利用して、次の事項を入力し送

信する。 

項番 項目名（入力画面） 内 容 

１ 
処理区分コード 

（「処理区分＊」欄） 

「９」（登録）を必須入力する。 

２ 

変更種別 

（「変更種別＊」欄） 

次の区分に応じたコードを必須入力する。 

区 分 コード 

セパレート １ 

コンバイン ２ 

スイッチ ３ 
 

３ 

変更理由 

（「変更理由＊」欄） 

次の区分に応じたコードを必須入力する。 

区 分 コード 

運送契約等の変更 １ 

荷繰り等の変更 ２ 

報告内容の誤り ３ 

その他 ４ 
 

４の項目は、最大 10 欄まで繰り返し入力することができる。 

４ 

変更前Ｂ／Ｌ番号 

（「変更前Ｂ／Ｌ番

号」欄） 

(1) 変更前Ｂ／ＬのＢ／Ｌ番号を入力する。 

(2) 「変更種別＊」欄に「１」（セパレート）又は「３」（スイッ

チ）を入力した場合は、１Ｂ／Ｌのみ必須入力。 

(3) 「変更種別＊」欄に「２」（コンバイン）を入力した場合は、

２Ｂ／Ｌ以上を必須入力。 

５の項目は、最大 10 欄まで繰り返し入力することができる。 

５ 

変更後Ｂ／Ｌ番号 

（「変更後Ｂ／Ｌ番

号」欄） 

(1) 変更後Ｂ／ＬのＢ／Ｌ番号を入力する。 

(2) 「変更種別＊」欄に「２」（コンバイン）又は「３」（スイッ

チ）を入力した場合は、１Ｂ／Ｌのみ必須入力。 

(3) 「変更種別＊」欄に「１」（セパレート）を入力した場合は、

２Ｂ／Ｌ以上を必須入力。 

 

(2) 取消しの方法 

「出港前報告Ｂ／Ｌ関連付け」業務（業務コード：ＢＬＬ）を利用して、次の事項を入力し送

信する。 

項番 項目名（入力画面） 内 容 

１ 
処理区分コード 

（「処理区分＊」欄） 

「１」（取消）を必須入力する。 
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

２ 
変更種別 

（「変更種別＊」欄） 

登録時に入力した変更種別を必須入力する。  

３ 
変更理由 

（「変更理由＊」欄） 

登録時に入力した変更理由を必須入力する。 
 

４の項目は、最大 10 欄まで繰り返し入力することができる。 

４ 

変更前Ｂ／Ｌ番号 

（「変更前Ｂ／Ｌ番

号」欄） 

登録時に入力した変更前Ｂ／Ｌ番号を必須入力する。 

 

５の項目は、最大 10 欄まで繰り返し入力することができる。 

５ 

変更後Ｂ／Ｌ番号 

（「変更後Ｂ／Ｌ番

号」欄） 

登録時に入力した変更後Ｂ／Ｌ番号を必須入力する。 

 

 

(3) 訂正の方法 

システムに登録したＢ／Ｌ番号の関連付け情報を訂正する場合は、前記(2)（取消しの方法）に

より、関連付け情報を一度取消した後改めて前記(1)（登録の方法）により関連付けに係る情報を

登録する。 

 

(4) 制限事項 

イ 本業務の対象貨物 

本業務にて関連付けが可能な変更前Ｂ／Ｌと変更後Ｂ／Ｌの条件は次のとおり。 

・変更前Ｂ／Ｌは出港前報告が行われていること。 

・変更前Ｂ／Ｌ（マスターＢ／Ｌの場合は、関連するハウスＢ／Ｌを含む）に事前通知の登録

が行われていないこと。 

・変更前後のＢ／Ｌに登録された船舶情報が一致すること。 

・変更後Ｂ／Ｌは全て出港前報告が行われているか又は全て出港前報告が行われておらず、積

荷目録情報のみ登録されていること。 

 

ロ 階層登録の実施不可 

本業務によりＢ／Ｌ番号の関連付けがされたＢ／Ｌに対して、再度本業務を実施することはで

きない。従ってセパレート等されたＢ／Ｌに対し再度セパレート等が行われた場合は、前記(3)

（訂正の方法）のとおり、関連付け情報を一度削除した後改めて最新のセパレート後のＢ／Ｌに

対して本業務により関連付けする必要があるため留意すること。 

【制限事項のイメージ例】 

B/L 番号：ABCD100         ABCD200         ABCD300A 

                                         ABCD300B 

                          ABCD400        ABCD400 

上記のイメージのように ABCD100 から、ABCD200 及び ABCD400 にセパレートされ、前記(1)（登
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録の方法）によりＢ／Ｌ番号の関連付けがされた後、ABCD200 に対して再度セパレートがされた

場合には、ABCD200 は既に本業務において変更後Ｂ／Ｌとして登録されていることから、変更前

Ｂ／Ｌとして本業務を実施することはできない。 

このような場合、前記(2)（取消しの方法）により、関連付け情報を一度削除した後、改めて前

記(1)（登録の方法）により ABCD100 から、ABCD300A、ABCD300B 及び ABCD400 へのセパレートと

して登録する。 

 

(5) 出力情報 

前記(1)（登録の方法）又は前記(2)（取消しの方法）によりＢ／Ｌ番号の関連付けをシステム

に登録した場合は、次の情報がそれぞれ配信される。 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

出港前報告不一致

情報（民間）※ 

ＳＡＳ１０８０ 出港日時報告後、出港前報告を変更後

Ｂ／Ｌとして本業務を行った場合であっ

て、変更後Ｂ／Ｌに対し次のいずれかの

条件を満たす場合。 

① 報告期限までに出港前報告が行わ

れていない場合。 

② マスターＢ／Ｌとして登録されて

いるＢ／Ｌであるにもかかわらず、

ハウスＢ／Ｌが関連付けされてい

ない場合。 

③ マスターＢ／Ｌに係る船舶情報と

ハウスＢ／Ｌに係る船舶情報が一

致しない場合。 

登録者（マスタ

ーＢ／Ｌの場

合） 

出港日時報告

を行った船会

社等 

積荷目録報告

を行った船会

社等 

積荷目録提出後、積荷目録情報を変更

後Ｂ／Ｌとして本業務を行った場合であ

って、変更後Ｂ／Ｌに対し次のいずれか

の条件を満たす場合。 

① 出港前報告が行われていない場合 

② 出港日時報告業務がおこなわれて

いない場合。 

積荷目録報告

を行った船会

社等 

ハウスＢ／Ｌ報告

状況通知情報 

ＳＡＳ１３５０ 本業務により、ハウスＢ／Ｌ未登録不

一致が解消されたマスターＢ／Ｌが存在

する場合 

出港前報告を

行った船会社

等 

※税関にも「出港前報告不一致情報（税関）」（出力情報コード：ＳＡＳ１０９０）が出力される。 

 

７ 出港前報告情報の訂正等 

(1) 出港前報告情報（オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ）の訂正等 

イ 訂正する場合 
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(ｲ) 出港日時報告前又は積荷目録提出前の場合 

Ａ 呼出しによらない方法 

「出港前報告訂正」業務（業務コード：ＣＭＲ）を利用して、「処理区分＊」欄に「５」

（訂正）を必須入力の上、前記３(1)（登録の方法）に準じて入力し送信する。 

また、船舶コード、航海番号、船会社コード、船積港コード又は船積港枝番及びＢ／Ｌ

番号の訂正については、後記(4)（訂正不可項目について）及び(5)（トランシップ等によ

り船舶情報を訂正する場合）に準じて訂正すること。 

Ｂ 呼出しによる方法 

「出港前報告訂正呼出し」業務（業務コード：ＣＭＲ１１）を利用して、「Ｂ／Ｌ番号＊」

欄に訂正する出港前報告情報に係るオーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ番号を入力し送信する

ことにより、システムに登録されている出港前報告情報の内容が「出港前報告訂正呼出情

報」（出力情報コード：ＳＡＳ１０６１）として応答画面に出力されることから、「処理区

分＊」欄に「５」（訂正）を必須入力の上、前記Ａ（呼出しによらない方法）に準じて訂正

を必要とする事項を上書き入力し送信する。 

(ﾛ) 出港日時報告及び積荷目録提出後の場合 

出港日時報告及び積荷目録提出が完了している出港前報告情報を訂正する場合は、後記８

（税関による事前通知）による「リスク分析結果事前通知情報」（出力情報コード：ＳＡＳ１

１１０）が配信された場合に限り、前記(ｲ)（出港日時報告前又は積荷目録提出前の場合）に

準じて行うことができる。 

ロ 削除する場合 

(ｲ) 出港日時報告前又は積荷目録提出前の場合 

Ａ 呼出しによらない方法 

「出港前報告訂正」業務（業務コード：ＣＭＲ）を利用して、次の事項を入力し送信す

る。 

項番 項目名（入力画面） 内 容 

１ 
処理区分コード 

（「処理区分＊」欄） 

「１」（削除）を必須入力する。 

２ 

削除理由コード 

（「削除理由コード」欄） 

次の区分に応じたコードを必須入力する。 

区 分 コード 

積載取止 １ 

Ｂ／Ｌ番号変更 ３ 

誤登録 ４ 

その他 ５ 
 

３ 

削除理由 

（「削除理由」欄） 

「削除理由コード」欄に「５」（その他）を入力し

た場合は、具体的な削除理由（英文）を必須入力す

る。 

４ 
船舶コード 

（「船舶＊」欄左） 

削除する出港前報告情報の船舶コードを必須入力

する。 

５ 航海番号 削除する出港前報告情報の航海番号を必須入力す
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

（「航海番号＊」欄） る。 

６ 
船会社コード 

（「船会社＊」欄） 

削除する出港前報告情報の船会社コードを必須入

力する。 

７ 
船積港コード 

（「船積港＊」欄左） 

削除する出港前報告情報の船積港コードを必須入

力する。 

８ 
船積港枝番 

（「船積港＊」欄右） 

削除対象の船積港コードに船積港枝番が付されて

いる場合は、船積港枝番を必須入力する。 

９ 
Ｂ／Ｌ番号 

（「Ｂ／Ｌ番号＊」欄） 

削除する出港前報告情報のＢ／Ｌ番号を必須入力

する。 

Ｂ 呼出しによる方法 

「出港前報告訂正呼出し」業務（業務コード：ＣＭＲ１１）を利用して、「Ｂ／Ｌ番号＊」

欄に削除する出港前報告情報に係るオーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ番号を入力し送信する

ことにより、システムに登録されている出港前報告情報の内容が「出港前報告訂正呼出情

報」（出力情報コード：ＳＡＳ１０６１）として応答画面に出力されることから、前記Ａ（呼

出しによらない方法）に準じて入力し送信する。 

(ﾛ) 出港日時報告及び積荷目録提出後の場合 

出港日時報告及び積荷目録提出が完了している出港前報告情報を削除する場合は、後記８

（税関による事前通知）による「リスク分析結果事前通知情報」（出力情報コード：ＳＡＳ１

１１０）が配信された場合に限り、前記(ｲ)（出港日時報告前の場合）に準じて行うことがで

きる。 

ハ 出港日時報告後に出港前報告情報を追加する場合 

「出港前報告訂正」業務（業務コード：ＣＭＲ）を利用して、「処理区分＊」欄に「２」（出

港日時報告後の追加）を必須入力の上、前記３(1)（登録の方法）に準じて入力し送信する。 

 

(2) 出港前報告情報（ハウスＢ／Ｌ）の訂正等 

イ 訂正する場合 

(ｲ) 出港日時報告前又は積荷目録提出前の場合 

Ａ 呼出しによらない方法 

「出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）」業務（業務コード：ＣＨＲ）を利用して、「処理区

分＊」欄に「５」（訂正）を必須入力の上、前記４(1)（登録の方法）に準じて入力し送信

する。 

なお、ハウスＢ／Ｌ番号及び船舶情報の訂正については、後記(4)（訂正不可項目につい

て）及び後記(5)（トランシップ等により船舶情報を訂正する場合）に準じて訂正すること。 

Ｂ 呼出しによる方法 

「出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）呼出し」業務（業務コード：ＣＨＲ１１）を利用し

て、「ハウスＢ／Ｌ番号＊」欄に訂正する出港前報告情報に係るハウスＢ／Ｌ番号を入力し

送信することにより、システムに登録されている出港前報告情報の内容が「出港前報告訂

正（ハウスＢ／Ｌ）呼出情報」（出力情報コード：ＳＡＳ１１０１）として応答画面に出力

されることから、「処理区分＊」欄に「５」（訂正）を必須入力の上、前記Ａ（呼出しによ
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らない方法）に準じて訂正を必要とする事項を上書き入力し送信する。 

(ﾛ) 出港日時報告及び積荷目録提出後の場合 

出港日時報告及び関連するマスターＢ／Ｌに対する積荷目録提出が完了している出港前報

告情報を訂正する場合は、後記８（税関による事前通知）による「リスク分析結果事前通知

情報」（出力情報コード：ＳＡＳ１１１０）が配信された場合に限り、前記(ｲ)（出港日時報

告前の場合）に準じて行うことができる。 

ロ 削除する場合 

(ｲ) 出港日時報告前又は積荷目録提出前の場合 

Ａ 呼出しによらない方法 

「出港前報告訂正」業務（業務コード：ＣＨＲ）を利用して、次の事項を入力し送信す

る。 

項番 項目名（入力画面） 内 容 

１ 
処理区分コード 

（「処理区分＊」欄） 

「１」（削除）を必須入力する。 

２ 

削除理由コード 

（「削除理由コード」欄） 

次の区分に応じたコードを必須入力する。 

区 分 コード 

積載取止 １ 

Ｂ／Ｌ番号変更 ３ 

誤登録 ４ 

その他 ５ 
 

３ 

削除理由 

（「削除理由」欄） 

「削除理由コード」欄に「５」（その他）を入

力した場合は、具体的な削除理由（英文）を必

須入力する。 

４ 
船舶コード 

（「船舶＊」欄左） 

削除する出港前報告情報の船舶コードを必須

入力する。 

５ 
航海番号 

（「航海番号＊」欄） 

削除する出港前報告情報の航海番号を必須入

力する。 

６ 
船会社コード 

（「船会社＊」欄） 

削除する出港前報告情報の船会社コードを必

須入力する。 

７ 
船積港コード 

（「船積港＊」欄左） 

削除する出港前報告情報の船積港コードを必

須入力する。 

８ 
船積港枝番 

（「船積港＊」欄右） 

削除対象の船積港コードに船積港枝番が付さ

れている場合は、船積港枝番を必須入力する。 

９ 

マスターＢ／Ｌ番号 

（「マスターＢ／Ｌ番号＊」

欄） 

削除する出港前報告情報のマスターＢ／Ｌ番

号を必須入力する。 

10 
ハウスＢ／Ｌ番号 

（「ハウスＢ／Ｌ番号」欄） 

削除する出港前報告情報のハウスＢ／Ｌ番号

を必須入力する。 

Ｂ 呼出しによる方法 
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「出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）呼出し」業務（業務コード：ＣＨＲ１１）を利用し

て、「ハウスＢ／Ｌ番号＊」欄に削除する出港前報告情報に係るハウスＢ／Ｌ番号を入力し

送信することにより、システムに登録されている出港前報告情報の内容が「出港前報告訂

正（ハウスＢ／Ｌ）呼出情報」（出力情報コード：ＳＡＳ１１０１）として応答画面に出力

されることから、前記Ａ（呼出しによらない方法）に準じて入力し送信する。 

(ﾛ) 出港日時報告及び積荷目録提出後の場合 

出港日時報告及び関連するマスターＢ／Ｌに対する積荷目録提出が完了している出港前報

告情報を削除する場合は、後記８（税関による事前通知）による「リスク分析結果事前通知

情報」（出力情報コード：ＳＡＳ１１１０）が配信された場合に限り、前記(ｲ)（積荷目録提

出前の場合）に準じて行うことができる。 

ハ 出港日時報告後又はハウスＢ／Ｌ報告完了の登録を行った後に出港前報告情報を追加する場

合 

「出港前報告訂正(ハウスＢ／Ｌ)」業務（業務コード：ＣＨＲ）を利用して、「処理区分＊」

欄に「２」（追加）を必須入力の上、前記４(1)（登録の方法）に準じて入力し送信する。 

 

(3) 出港前報告情報（ハウスＢ／Ｌ）の訂正における留意事項 

「出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）」業務（業務コード：ＣＨＲ）において、「通知先」欄を入

力しない場合、ＡＨＲ業務実施者のみが後続業務実施可能となる。 

 

(4) 訂正不可項目について 

前記(1)（出港前報告情報（オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ）の訂正等）又は前記(2)（出港前

報告情報（ハウスＢ／Ｌ）の訂正等）の登録において、次の項目は訂正することができないこと

から、当該項目を訂正する必要が生じた場合は、当該出港前報告情報を削除した後、「出港前報告」

業務（業務コード：ＡＭＲ）又は「出港前報告（ハウスＢ／Ｌ）」業務（業務コード：ＡＨＲ）を

利用して出港前報告情報を再度登録する必要がある。 

・Ｂ／Ｌ番号（「Ｂ／Ｌ番号＊」欄） 

・ハウスＢ／Ｌ番号（「ハウスＢ／Ｌ番号」欄） 

 

(5) トランシップ等により船舶情報を訂正する場合 

トランシップ等により船舶情報のいずれかを訂正する場合は、次により出港前報告の再報告を

行う。 

イ 訂正後の船舶情報に対して出港日時報告が行われていない場合 

(ｲ) 呼出しによらない方法 

前記３(1)（登録の方法）又は前記４(1)（登録の方法）に準じて再報告を行う。 

ただし、出港前報告の再報告に併せて仕出港コードを変更することはできないことから留

意するほか、マスターＢ／Ｌに係る出港前報告の再報告が行われた場合は、当該マスターＢ

／Ｌ番号に係るハウスＢ／Ｌ番号についても再報告を行う必要があることに留意する。ただ

し、マスターＢ／Ｌの船舶情報に準ずる旨が登録されているハウスＢ／Ｌは、船舶情報の変

更のみを目的とした再報告は不要とする。 

(ﾛ) 一括訂正業務による場合 



１－１－４３ 

 

 

「出港前報告船舶情報訂正」業務（業務コード：ＣＭＶ）を利用して、次の事項を入力し

送信することで、出港前報告されたＢ／Ｌに対し、本船利用船会社単位（共同運航の場合は、

各本船利用船会社の自社単位）及び船積港単位（入力者が船舶代理店の場合は、船積港及び

船卸港単位）に船舶情報を一括訂正することが可能である。また、個別にＢ／Ｌ番号を指定

して船舶情報を一括訂正することも可能である。 

なお、マスターＢ／Ｌに係る一括訂正業務が行われた場合は、当該マスターＢ／Ｌ番号に

係るハウスＢ／Ｌ番号についても一括訂正業務を行う必要があることに留意する。ただし、

マスターＢ／Ｌの船舶情報に準ずる旨が登録されているハウスＢ／Ｌは、一括訂正業務によ

る船舶情報の一括訂正を不要とする。 

項番 項目名（入力画面） 内 容 

１ 
船舶コード（変更前） 

（変更前の船舶情報内「船舶＊」欄） 

一括訂正する出港前報告情報の船舶コード

を必須入力する。 

２ 

航海番号（変更前） 

（変更前の船舶情報内「航海番号

＊」欄） 

一括訂正する出港前報告情報の航海番号を

必須入力する。 

３ 

船会社コード（変更前） 

（変更前の船舶情報内「船会社＊」

欄） 

一括訂正する出港前報告情報の船会社コー

ドを必須入力する。 

４ 

船積港コード（変更前） 

（変更前の船舶情報内「船積港＊」

欄左） 

一括訂正する出港前報告情報の船積港コー

ドを必須入力する。 

５ 

船積港枝番（変更前） 

（変更前の船舶情報内「船積港＊」

欄右） 

一括訂正する出港前報告情報の船積港コー

ドに船積港枝番が付されている場合は、船積

港枝番を必須入力する。 

６ 

船卸港コード（変更前） 

（変更前の船舶情報内「船卸港」欄） 

入力者が船舶代理店の場合は、一括訂正す

る出港前報告情報の船卸港コードを必須入力

する。 

入力者が船舶代理店以外の場合は入力不

可。 

７ 

船舶コード（変更後） 

（変更後の船舶情報内「船舶＊」欄

左） 

一括訂正後の信号符字（コールサイン）を

必須入力する。 

８ 

船舶名（変更後） 

（変更後の船舶情報内「船舶＊」欄

右） 

(1) 変更後の船舶情報内「船舶＊」欄左に入

力した船舶コードがシステムに登録され

ている場合は、入力を要しない。 

(2) 変更後の船舶情報内「船舶＊」欄左に入

力した船舶コードがシステムに登録され

ていない場合は、一括訂正後の船舶名を

必須入力する。 
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

９ 

船舶国籍コード（変更後） 

（変更後の船舶情報内「船舶国籍」

欄） 

(1) 変更後の船舶情報内「船舶＊」欄左に入

力した船舶コードがシステムに登録され

ている場合は、入力を要しない。 

(2) 変更後の船舶情報内「船舶＊」欄左に入

力した船舶コードがシステムに登録され

ていない場合は、一括訂正後の船舶の国

籍を国・地域名コード（国連ＬＯＣＯＤ

Ｅの２桁コード。「業務コード集」参照）

で必須入力する。 

10 

運航船会社航海番号（変更後） 

（変更後の船舶情報内「運航船会社

航海番号」欄） 

一括訂正後の運航船会社の航海番号を入力

する。 

11 

航海番号（変更後） 

（変更後の船舶情報内「航海番号」

欄） 

一括訂正後の本船利用船会社の航海番号を

必須入力する。 

12 

船会社コード（変更後） 

（変更後の船舶情報内「船会社＊」

欄） 

一括訂正後の船会社を船会社コード（「業務

コード集」参照）で必須入力する。 

13 

船積港コード（変更後） 

（変更後の船舶情報内「船積港＊」

欄左） 

(1) 一括訂正後の船積港を国連ＬＯＣＯＤＥ

（「業務コード集」参照）で必須入力する。 

(2) 該当する港コードがシステムに登録され

ていない場合は、国名コード（「業務コー

ド集」参照）の後に「ＺＺＺ」を付した

コードを必須入力する。 

14 

船積港名（変更後） 

（変更後の船舶情報内「船積港＊」

欄中） 

(1) 変更後の船舶情報内「船積港＊」欄左に

入力した船積港コードがシステムに登録

されている場合は入力を要しない。 

(2) 変更後の船舶情報内「船積港＊」欄左に

入力した船積港コードの下３桁が「ＺＺ

Ｚ」の場合は、船積港名を必須入力する。 

15 

船積港枝番（変更後） 

（変更後の船舶情報内「船積港＊」

欄右） 

(1) 同一航海で同一の船積港コード（下３桁

に「ＺＺＺ」を付したコードを含む。）で

ある港に複数回寄港し、船積みする場合

は、枝番を入力する。 

(2) 同一の船積港コードの港へ２回目に寄港

し、船積みする場合は「１」を入力し、

３回目に寄港し、船積みする場合は「２」

を入力して、以降、順次「９」まで入力

することができる。 
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

なお、寄港回数に対応する枝番と異なる

枝番を入力することがないよう留意する

こと。 

16 

出港予定年月日（変更後） 

（変更後の船舶情報内「出港日時

＊」欄左） 

一括訂正後の船積港の出港予定年月日を現

地時間又はグリニッジ標準時により、西暦（８

桁）で必須入力する。 

17 

出港予定時分（変更後） 

（変更後の船舶情報内「出港日時

＊」欄右） 

一括訂正後の船積港の出港予定時分を現地

時間又はグリニッジ標準時により、24 時間制

（４桁）で必須入力する。 

18 

グリニッジ標準時差分（変更後） 

（変更後の船舶情報内「グリニッジ

標準時差分＊」欄） 

(1) 「出港日時＊」欄左及び「出港日時＊」

欄右を現地時間で入力した場合は、現地

時間とグリニッジ標準時との差分を正表

示「＋」又は負表示「－」を付して、24

時間制（４桁）で必須入力する。 

(2) 「出港日時＊」欄左及び「出港日時＊」

欄右をグリニッジ標準時で入力した場合

は、「00000」を必須入力する。 

（入力例） 

船積港が「ＴＨＢＫＫ」で、出港予定時

分が現地時間 20 時２分（グリニッジ標準時

13 時２分） 

① グリニッジ標準時で報告する場合 

「出港日時＊」欄右は「1302」を入力

する。 

「グリニッジ標準時差分＊」欄は

「00000」を入力する。 

② 現地時間で報告する場合 

「出港日時＊」欄右は「2002」を入力

する。 

「グリニッジ標準時差分＊」欄は

「+0700」を入力する。 

19 

緩和措置対象地域識別（変更後） 

（変更後の船舶情報内「緩和措置対

象地域」欄） 

一括訂正後の航路が法令に基づき緩和措置

が適用される近海航路の場合は、「Ｙ」を入力

する。 

20 の項目は、最大 100 欄まで繰り返し入力することができる 

20 

個別変更Ｂ／Ｌ番号 

（「個別変更Ｂ／Ｌ番号」欄） 

個別にＢ／Ｌ番号を指定して訂正する場合

は、訂正対象とするＢ／Ｌ番号を必須入力す

る。 

ロ 訂正後の船舶情報に対して出港日時報告が行われている場合 
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(ｲ) 呼出しによらない方法 

前記(1)ハ（出港日時報告後に出港前報告情報を追加する場合）又は前記(2)ハ（出港日時

報告後又はハウスＢ／Ｌ報告完了の登録を行った後に出港前報告情報を追加する場合）に準

じて再報告を行う。 

(ﾛ) 呼出しによる方法 

Ａ オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌの場合 

「出港前報告訂正呼出し」業務（業務コード：ＣＭＲ１１）を利用して、「Ｂ／Ｌ番号＊」

欄に再報告する出港前報告情報に係るオーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ番号を入力し送信す

ることにより、システムに登録されている出港前報告情報の内容が「出港前報告訂正呼出

情報」（出力情報コード：ＳＡＳ１０６１）として応答画面に出力されることから、「処理

区分＊」欄に「２」（追加）を必須入力の上、前記３(1)（登録の方法）に準じて訂正を必

要とする事項を上書き入力し送信する。 

Ｂ ハウスＢ／Ｌの場合 

「出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ）呼出し」業務（業務コード：ＣＨＲ１１）を利用し

て、「ハウスＢ／Ｌ番号＊」欄に再報告する出港前報告情報に係るハウスＢ／Ｌ番号を入力

し送信することにより、システムに登録されている出港前報告情報の内容が「出港前報告

訂正（ハウスＢ／Ｌ）呼出情報」（出力情報コード：ＳＡＳ１１０１）として応答画面に出

力されることから、「処理区分＊」欄に「２」（追加）を必須入力の上、前記４(1)（登録の

方法）に準じて訂正を必要とする事項を上書き入力し送信する。 

(ﾊ) 一括訂正業務による場合 

前記イ(ﾛ)（一括訂正業務による場合）に準じて船舶情報の訂正を行う。 

 

(6) 出力情報 

前記(1)（出港前報告情報（オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ）の訂正等）又は前記(2)（出港前

報告情報（ハウスＢ／Ｌ）の訂正等）により出港前報告情報が訂正等された場合は、次の情報が

それぞれ配信される。 

イ 前記(1)（出港前報告情報（オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ）の訂正等）による場合 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

出港前報告不一致

情報（民間） 

ＳＡＳ１０８０ 出港日時報告後、出港前報告情報が追

加又は訂正された場合であって、次のい

ずれかの条件を満たす場合。 

① 報告期限までに出港前報告が行わ

れていない場合。 

② マスターＢ／Ｌとして登録されて

いるＢ／Ｌであるにもかかわらず、

登録者 
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出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

ハウスＢ／Ｌが関連付けされてい

ない場合。 

③ マスターＢ／Ｌに係る船舶情報と

ハウスＢ／Ｌに係る船舶情報が一

致しない場合。 

「出港日時報

告」業務（業務

コード：ＡＴ

Ｄ）を実施した

船会社等 

出港日時報告後、出港前報告情報が追

加された場合であって、ハウスＢ／Ｌが

次の全ての条件を満たす場合。 

① マスターＢ／Ｌの船舶情報に準ず

る旨が登録されている場合。 

② ＢＬＬ業務により変更前Ｂ／Ｌで

ある旨が登録されていない場合。 

③ 報告期限までに出港前報告が行わ

れていない場合。 

「出港日時報

告」業務（業務

コード：ＡＴ

Ｄ）を実施した

船会社等 

リスク分析結果事

前通知情報 

ＳＡＳ１１１０ 次の条件を全て満たす場合。 

① 「処理区分＊」欄に「２」（追加）

を入力した場合 

② ハウスＢ／Ｌに対して事前通知の

登録が行われている場合。 

登録者 

ハウスＢ／Ｌ報告

完了通知情報 

ＳＡＳ１３５０ 次の条件を全て満たす場合。 

① 「処理区分＊」欄に「２」（追加）

を入力した場合。 

② マスターＢ／Ｌに対して全てのハ

ウスＢ／Ｌの出港前報告が完了し

た旨が登録されている場合。 

登録者 

マスターＢ／Ｌ報

告状況通知情報 

ＳＡＳ１４８０ 次の条件を全て満たす場合。 

① 「処理区分＊」欄に「２」（追加）

又は「１」（削除）を入力した場合。 

② マスターＢ／Ｌに対して全てのハ

ウスＢ／Ｌの出港前報告が完了し

た旨が登録されている場合。 

出港前報告を

行った利用運

送事業者 

関連ハウス事前通

知状況情報 

ＳＡＳ１４４０ 次の条件を全て満たす場合。 

① 「処理区分＊」欄に「２」（追加）

を入力した場合。 

② 関連するハウスＢ／Ｌに事前通知

の登録が行われている場合。 

登録者 

Ｂ／Ｌ削除理由通

知情報 

ＳＡＳ１５８０ 「処理区分＊」欄に「１」（削除）を入

力した場合。 

税関 
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ロ 前記(2)（出港前報告情報（ハウスＢ／Ｌ）の訂正等）による場合 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

出港前報告不一致

情報（民間） 

ＳＡＳ１０８０ 出港日時報告後、出港前報告情報が追

加又は訂正された場合であって、次のい

ずれかの条件を満たす場合。 

① 報告期限までに出港前報告が行わ

れていない場合。 

② ハウスＢ／Ｌに関連付けされたマ

スターＢ／Ｌが登録されていない

場合。 

③ マスターＢ／Ｌに係る船舶情報と

ハウスＢ／Ｌに係る船舶情報が一

致しない場合。 

「出港日時報

告」業務（業務

コード：ＡＴ

Ｄ）を実施した

船会社等 

ハウスＢ／Ｌ報告

完了通知情報 

ＳＡＳ１３５０ 

 

マスターＢ／Ｌに対して全てのハウ

スＢ／Ｌの出港前報告が完了した旨を

登録した場合。 

マスターＢ／

Ｌに対して出

港前報告を行

った船会社等 

関連ハウス事前通

知状況情報 

 

ＳＡＳ１４４０ 

 

次の条件のいずれかを満たす場合。 

① 「処理区分＊」欄に「２」（追加）

を入力した場合で、関連するハウ

スＢ／Ｌに事前通知の登録が行わ

れている状態となった場合。 

② 「処理区分＊」欄に「１」（削除）

を入力した場合で、関連するハウ

スＢ／Ｌに事前通知の登録が行わ

れていない状態となった場合。 

出港前報告を

行った船会社

等 

マスターＢ／Ｌ番号を変更した場合

で、変更前のマスターＢ／Ｌに関連する

ハウスＢ／Ｌに事前通知の登録が行わ

れていない状態となった場合。 

訂正前のマス

ターＢ／Ｌに

対して出港前

報告を行った

船会社等 

マスターＢ／Ｌ報

告状況通知情報 

 

ＳＡＳ１４８０ 

 

マスターＢ／Ｌに対して全てのハウ

スＢ／Ｌの出港前報告が完了した旨が

登録されている場合。 

登録者 

登録者以外の

出港前報告を

行った利用運

送事業者 

ハウスＢ／Ｌ報告

状況通知情報 

ＳＡＳ１５７０ ハウスＢ／Ｌ未登録である旨を取り

消したマスターＢ／Ｌがある場合。 

出港前報告を

行った船会社

等 
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出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

Ｂ／Ｌ削除理由通

知情報 

ＳＡＳ１５９０ 「処理区分＊」欄に「１」（削除）を

入力した場合。 

税関 

 

８ 税関による事前通知 

(1) 事前通知の配信先 

前記３（出港前報告（オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ））から前記７（出港前報告情報の訂正等）

までの報告に対して、税関が本邦での船卸一時停止等の措置が必要な貨物と判断した場合は、次

の情報がそれぞれ配信される。 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

リスク分析結果

事前通知情報 

ＳＡＳ１１１０ なし。 税関 

オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌに対して事

前通知の登録が行われた場合。 

出港前報告を行

った船会社等 

積荷目録報告を

行った船会社等

※ 

ハウスＢ／Ｌに対して事前通知の登録が

行われた場合。 

出港前報告を行

った利用運送事

業者 

関連ハウス事前

通知状況情報 

ＳＡＳ１４４０ 次の条件のいずれかを満たす場合。 

① 関連するハウスＢ／Ｌに対して事前通

知の登録が行われた場合。 

② 関連するハウスＢ／Ｌに対して事前通

知の登録が行われている場合で、マス

ターＢ／Ｌの出港前報告が行われた場

合。 

③ 関連するハウスＢ／Ｌに対して事前通

知の登録が行われている場合で、マス

ターＢ／Ｌの積荷目録提出が行われた

場合。 

出港前報告を行

った船会社等 

積荷目録報告を

行った船会社等

※ 

※「出港前報告Ｂ／Ｌ関連付け」業務（業務コード：ＢＬＬ）により積荷目録情報が変更後Ｂ／Ｌ

として関連付けされている場合は、積荷目録提出が行われていない場合であっても積荷目録情報

登録を行った船会社等に出力する。 

 

(2) 事前通知の種別 

配信された「リスク分析結果事前通知情報」（出力情報コード：ＳＡＳ１１１０）の「事前通知

コード」欄に次の内容に応じたコードが出力される。 
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コード 内 容 

ＤＮＬ 
税関のリスク分析の結果、ハイリスク貨物であると判断した場合に、当該積荷の船

積みを取止めることができるようにするために行う通知。 

ＨＬＤ 
税関が、報告された積荷のリスク評価を完了するために、追加の情報又は情報の訂

正を要請する必要がある場合に行う通知。 

ＤＮＵ 

外国貿易船が船積港を出港した後において、税関のリスク分析の結果、入港時に船

卸一時停止を行うハイリスク貨物であると判断した場合、又は、ＨＬＤのコードの事

前通知が行われた積荷について、当該通知が解除されることなく当該積荷を積載した

外国貿易船が船積港を出港した場合に行う通知。 

ＳＰＤ 出港前報告が報告期限までになされなかった場合に行う通知。 

 

(3) 事前通知が配信された場合の処理 

配信された「リスク分析結果事前通知情報」（出力情報コード：ＳＡＳ１１１０）の「通知（指

示）内容」欄に出力された税関の指示事項を確認の上、前記７（出港前報告情報の訂正等）に準

じて出港前報告情報の訂正等を行う。 

なお、「事前通知コード」欄に「ＳＰＤ」が出力された場合は、船卸しの許可を受ける必要があ

ることから、後記９（船卸許可申請）により船卸許可申請の手続きを行うこと。 

 

(4) 留意事項 

オーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ対して事前通知の登録が行われた場合は、当該事前通知が解除

されるまで、船卸しの登録を行うことができないことから留意すること。 

また、マスターＢ／Ｌに関連するハウスＢ／Ｌ対して事前通知の登録が行われた場合は、当該

事前通知が解除されるまで、関連するマスターＢ／Ｌについて、船卸しの登録を行うことができ

ないことから留意すること。 

 

９ 船卸許可申請 

前記８（税関による事前通知）により、「リスク分析結果事前通知情報」（出力情報コード：ＳＡ

Ｓ１１１０）の「事前通知コード」欄に「ＳＰＤ」が出力された場合は、次により船卸許可申請を

行う。 

なお、船卸許可申請を行うオーシャン（マスター）Ｂ／Ｌについて出港前報告が行われていない

場合は、出港前報告情報を登録した上で船卸許可申請を行うこと。ただし、ＢＬＬ業務により出港

前報告情報と関連付けされている積荷目録情報の場合には、出港前報告情報の登録は不要とする。 

(1) 登録の方法 

イ 呼出しによらない方法 

「船卸許可申請」業務（業務コード：ＤＮＣ）を利用して、次の事項を入力し送信する。 

項番 項目名（入力画面） 内 容 

１ 
船舶コード 

（「船舶＊」欄） 

船舶の信号符字（コールサイン）を必須入力する。 

２ 航海番号 「船会社＊」欄に入力した本船利用船会社の航海番号を
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項番 項目名（入力画面） 内 容 

（「航海番号＊」欄） 必須入力する。 

３ 
船会社コード 

（「船会社＊」欄） 

船会社を本船利用船会社単位に船会社コード（「業務コ

ード集」参照）で必須入力する。 

４ 

船卸港コード 

（「船卸港＊」欄） 

コンテナ貨物を船卸しする港（仮陸揚げを行う場合は仮

陸揚をする港）を国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参

照）で必須入力する。 

５ 

入港（予定）年月日 

（「入港（予定）日時＊」欄

左） 

(1) 船卸港への入港予定年月日を西暦（８桁）で必須入力

する。 

(2) 日本時間で入力する。 

６ 

入港（予定）時刻 

（「入港（予定）日時＊」欄

右） 

(1) 船卸港への入港予定時刻を 24 時間制（４桁）で必須

入力する。 

(2) 日本時間で入力する。 

７ 

船卸期間開始年月日 

（「船卸期間開始日時＊」欄

左） 

(1) 船卸開始年月日を西暦（８桁）で必須入力する。 

(2) 日本時間で入力する。 

８ 

船卸期間開始時刻 

（「船卸期間開始日時＊」欄

右） 

(1) 船卸開始時刻を 24 時間制（４桁）で必須入力する。 

(2) 日本時間で入力する。 

９ 

船卸期間終了年月日 

（「船卸期間終了日時＊」欄

右） 

(1) 船卸終了年月日を西暦（８桁）で必須入力する。 

(2) 日本時間で入力する。 

10 

船卸期間終了時刻 

（「船卸期間終了日時＊」欄

左） 

(1) 船卸終了時刻を 24 時間制（４桁）で必須入力する。 

(2) 日本時間で入力する。 

11 の項目は、最大２回まで繰り返し入力することができる。 

11 

通知先コード 

（「通知先」欄） 

船卸許可申請控情報及び船卸許可通知情報を他の利用

者にも通知する必要がある場合は、当該利用者の利用者コ

ード（「業務コード集」参照）を入力する。 

12 及び 13 の項目は、最大 100 欄まで繰り返し入力することができる。 

12 
「処理識別」 

（「処理識別」欄） 

入力を要しない。 

13 
Ｂ／Ｌ番号 

（「Ｂ／Ｌ番号」欄） 

船卸許可申請を行うＢ／Ｌ番号を必須入力する。 

ロ 呼出しによる方法 

「船卸許可申請呼出し」業務（業務コード：ＤＮＣ１１）を利用して、次の事項を入力し送

信することにより、船卸しの許可を受ける必要があるオーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ番号が「船

卸許可申請呼出情報」（出力情報コード：ＳＡＳ１２３１）として応答画面に出力されることか

ら、出力された内容を確認し、船卸許可申請を行わないオーシャン（マスター）Ｂ／Ｌ番号に
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ついては、「処理識別」欄に「Ｘ」（申請対象外）を入力した上、前記イ（呼出しによらない方

法）に準じて入力し送信する。 

項番 項目名（入力画面） 内 容 

１ 
船舶コード 

（「船舶＊」欄） 

船舶の信号符字（コールサイン）を必須入力する。 

２ 
航海番号 

（「航海番号＊」欄） 

本船利用船会社の航海番号を必須入力する。 

３ 
船会社コード 

（「船会社＊」欄） 

船会社を本船利用船会社単位に船会社コード（「業務コ

ード集」参照）で必須入力する。 

４ 

船卸港コード 

（「船卸港＊」欄） 

コンテナ貨物を船卸しする港（仮陸揚げを行う場合は仮

陸揚をする港）を国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参

照）で必須入力する。 

５ 

船卸港枝番 

（「船卸港枝番」欄） 

貨物情報から呼び出す場合には、貨物情報で入力した船

卸港枝番を入力する。 

出港前報告情報から呼び出す場合には入力不要。 

 

(2) 再申請の方法 

前記(1)（登録の方法）により登録した船卸許可申請について内容訂正等の理由により再申請す

る場合は、後記(6)（撤回の方法）により船卸許可申請を撤回した後、再度、前記(1)（登録の方

法）に準じ必要事項を入力の上、船卸許可申請を行う。 

 

(3) 出力情報 

前記(1)（登録の方法）により船卸許可申請をシステムに登録した場合は、次の情報がそれぞれ

配信される。 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

エラー通知情報（船卸許可申請） ＳＡＳ１１９０ なし。 申請者 

船卸許可申請控情報 ＳＡＳ１２１０ なし。 

 

申請者 

税関 

「船卸許可申請」業務

（業務コード：ＤＮＣ）

で登録された通知先 

 

(4) 審査結果の通知 

前記(1)（登録の方法）によりシステムに登録した船卸許可申請について、税関による審査が終

了した場合は、次の情報がそれぞれ配信される。 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

要再申請通知情報

（船卸許可申請） 

ＳＡＳ１３４０ 要再申請の旨が登録された

貨物が存在する場合。 

申請者 

「船卸許可申請」業務
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出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

船卸許可通知情報 ＳＡＳ１２２０ 船卸が許可された貨物が存

在する場合。 

（業務コード：ＤＮＣ）

で登録された通知先 

 

(5) エラー通知情報又は要再申請通知情報が配信された場合の処理 

「エラー通知情報（船卸許可申請）」（出力情報コード：ＳＡＳ１１９０）又は「要再申請通知

情報」（出力情報コード：ＳＡＳ１３４０）が配信された場合は、出力されたオーシャン（マスタ

ー）Ｂ／Ｌ番号に係る登録内容を確認の上、前記(1)（登録の方法）により、当該Ｂ／Ｌ番号に係

る貨物について再度船卸許可申請を行う。 

 

(6) 撤回の方法 

システムを使用した船卸許可申請について、関税法基本通達 16－３（船卸許可申請の撤回の取

扱い）により船卸許可申請を撤回する場合は、船卸許可までの間に、税関（監視担当部門）にそ

の旨を申し出た上で、「船卸許可申請撤回申出書」（税関様式Ｃ第２０９５号）１通を税関（監視

担当部門）に提出する。 

なお、「船卸許可申請撤回申出書」（税関様式Ｃ第２０９５号）の提出については、税関手続関

連（共通編）-共通手続-第２章第２節（汎用申請関係手続）に定める「汎用申請」業務（業務コ

ード：ＨＹＳ）により行うこともできる。 

 


